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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

       （諸般の報告） 

 日程第 ２ 議案第７９号 土地改良事業の計画変更について 

 日程第 ３ 議案第８０号 オホーツク町村公平委員会規約の変更について 

 日程第 ４ 議案第８１号 美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定につい

て 

 日程第 ５ 議案第８２号 美幌町会計年度任用職員制度の施行等に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 

 日程第 ６ 議案第８３号 美幌町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

 日程第 ７ 議案第８４号 平成３１年度美幌町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第 ８ 議案第８５号 平成３１年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３ 

号）について 

 日程第 ９ 議案第８６号 平成３１年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

 日程第１０ 議案第８７号 平成３１年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

 日程第１１ 議案第８８号 平成３１年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第１２ 議案第８９号 平成３１年度美幌町個別排水処理特別会計補正予算（第２ 

号）について 

 日程第１３ 議案第９０号 平成３１年度美幌町水道事業会計補正予算（第４号）につい 

て 

 日程第１４ 議案第９１号 平成３１年度美幌町病院事業会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第１５ 陳情第 １ 号 網走川河畔公園パークゴルフ場の整備について 

 日程第１６ 意見書案第１１号 「国による妊産婦医療費助成制度創設」並びに「福祉医療 

制度の実施に伴う国保国庫負担金の削減措置廃止」を求める意見書について 

 日程第１７ 報告第１４号 専決処分の報告について（工事請負契約の一部変更） 

 日程第１８ 報告第１５号 定期監査報告について 

 日程第１９ 報告第１６号 例月出納検査報告について（８月～１０月分） 

 日程第２０ 閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 稲 垣 淳 一 君 

     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 馬 場 博 美 君      ８番 古 舘 繁 夫 君 

     ９番 藤 原 公 一 君     １０番 坂 田 美栄子 君 

 副議長１１番 岡 本 美代子 君     １２番 上 杉 晃 央 君 

    １３番 松 浦 和 浩 君  議 長１４番 大 原   昇 君 
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○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君   総 務 部 長        小 室 保 男 君 

  民 生 部 長        那 須 清 二 君   経 済 部 長        石 澤   憲 君 

  建設水道部長        川 原 武 志 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  事務連絡室長        志 賀   寿 君   会 計 管 理 者        武 田 孝 司 君 

  総 務 主 幹        関   弘 法 君   防災危機管理主幹 河 端   勲 君 

  まちづくり主幹 田 中 三智雄 君   政 策 主 幹 後 藤 秀 人 君 

  財 務 主 幹 中 尾   亘 君   契約財産主幹 大 場 正 規 君 

  税 務 主 幹 片 平 英 樹 君   環境生活主幹 渡 辺 靖 行 君 

  児童支援主幹        小 室 秀 隆 君   福 祉 主 幹        影 山 俊 幸 君 

  健康推進主幹        大 場 圭 子 君   農 政 主 幹        佐々木   斉 君 

  みらい農業センター主幹  午 来   博 君   耕地林務主幹 中 沢 浩 喜 君 

  商工観光主幹 多 田 敏 明 君   施設管理主幹 以 頭 隆 志 君 

  建 築 主 幹 西   俊 男 君   水 道 主 幹 御 田 順 司 君 

  病院総務主幹 菅   敏 郎 君   地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君 

  事務連絡室次長 川 口 真 人 君   教 育 部 長 田 村 圭 一 君 

  学校教育主幹 遠 藤   明 君   学校給食主幹        斉 藤 浩 司 君 

  社会教育主幹 露 口 哲 也 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君 

  博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君 

 

 

 

○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        遠 國   求 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

  議 事 係 長        鶴 田 雅 規 君   議 事 係        新 田 麻 美 君 

  選挙管理委員会事務局長        
監査委員室長        

谷 川 明 弘 君 
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら、令和元年第８回美幌町議会定例会、第

３日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１０番坂田美栄子さん、１

１番岡本美代子さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので御了承願いま

す。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第７９号 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

７９号土地改良事業の計画変更についてを

議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 議案２ページ

をお開き願います。 

土地改良事業の計画変更についてを御説

明申し上げます。 

議案第７９号土地改良事業の計画変更に

ついて。 

団体営土地改良（維持管理）事業の計画

を変更したいので、土地改良法第９６条の

３第１項の規定により議会の議決をいただ

こうとするものであります。 

この事業は、平成２１年度から美幌町、

大空町を受益として行われた美女地区国営

かんがい排水事業により、大空町女満別に

整備された本郷排水機場及び今回東幹線排

水路の維持管理を行うための土地改良事業

であります。 

施工開始年度は、令和２年度。 

事業名は、団体営土地改良（維持管理）

事業。 

地区名は、美女地区であります。 

事業の概要は、国営造成施設であります

本郷排水機場及び今回追加する東幹線排水

路の維持管理。 

事業費は、毎年度予算で定める額といた

しまして、概算で年間６８４万円を見込ん

でおります。 

事業費の負担区分の予定は、地元負担が

１００％であり、この事業を実施すること

により、補助率が６０％の基幹水利施設管

理事業が適用され、残りの４０％に対し

て、大空町と美幌町が受益面積で案分した

率、これを４２％とした場合、１１４万９,

０００円が美幌町の負担となり、従来９８

万１,０００円の負担でございましたので、

今回追加する東幹線排水路の維持管理とし

ては、１６万８,０００円が増となるもので

あります。 

計画概要書につきましては、別紙のとお

り議案３ページから６ページまででありま

すが、経過及び変更内容につきまして、参

考資料で御説明いたしますので、参考資料

の１ページをお開き願います。 
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資料１、議案第７９号関係。 

土地改良事業の計画変更について。 

中ほど、経過及び変更内容であります

が、本事業は、美幌町及び大空町にまたが

る畑作地帯を対象に、国営かんがい排水事

業美女地区により造成された本郷排水機場

を管理することを目的とした事業でありま

す。 

国営かんがい排水事業美女地区は、前歴

事業の国営直轄明渠排水事業本郷地区で整

備した本郷排水機場と排水路の排水能力不

足に伴う農地の湛水被害を早期に解消する

ため、本郷排水機場と東幹線排水路の下流

一部区間の改修を指定工事として、平成２

１年度から平成２７年度にかけて造成し、

その後、令和元年度にかけて残り上流部の

施設を改修しております。 

湛水被害を早期に解消するため、指定工

事完了とともに平成２８年度から本郷排水

機場について管理委託協定を国と両町で締

結し、当排水機場の操作を行っております

が、このたび、かんがい排水事業美女地区

の完了に伴い、東幹線排水路の一部につい

ても本郷排水機場と同様に、国と両町で管

理委託協定を締結することを計画している

ものであります。 

このことから、本事業において、本郷排

水機場と一元管理を行っている東幹線排水

路のうち、当事業の採択基準に該当する一

部区間を対象施設に追加する計画変更を行

おうとするものであります。 

なお、参考資料２ページから５ページに

つきましては、土地改良事業計画概要の新

旧対照表を、６ページには計画概要図の新

旧対照図を添付しておりますので、御参照

をいただきたいと思います。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、議案第７９号土地改良事業の

計画変更についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第８０号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

８０号オホーツク町村公平委員会規約の変

更についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の７ペ

ージになります。 

議案第８０号オホーツク町村公平委員会

規約の変更について御説明を申し上げま

す。 

地方自治法第２５２条の７第２項及び第

３項の規定により、オホーツク町村公平委

員会規約を次のとおり変更することについ

て、議会の議決を求める。 

記以下につきまして御説明をいたします

ので、参考資料の７ページをお開き願いま

す。 

資料２、議案第８０号関係。 

改正目的でありますが、人事行政に関す

る調査の充実を図るため、オホーツク町村

公平委員会の事務職員の定数につきまして

変更しようとするものでございます。 

公平委員会につきましては、人事行政の

運営等に関する事項を調査する機関であり

まして、地方公務員法に基づいて設置され

る行政委員会でございます。 

改正内容は、管内の町村及び一部事務組

合で共同設置しておりますオホーツク町村

公平委員会につきまして、事務職員の定数
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を現行の２人から、改正後４人以内へと変

更するものでございます。 

根拠法令等は、地方自治法。 

施行日は、令和２年１月１日になりま

す。 

なお、参考資料８ページに新旧対照表を

掲載してございますので、御参照いただけ

ればと思います。 

以上、御説明をいたしました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから、議案第８０号オホーツク町村

公平委員会規約の変更についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第８１号 

 日程第５ 議案第８２号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

８１号美幌町会計年度任用職員の給与等に

関する条例の制定について及び日程第５ 

議案第８２号美幌町会計年度任用職員制度

の施行等に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定についてを一括議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の８ペ

ージになります。 

議案第８１号美幌町会計年度任用職員の

給与等に関する条例の制定について御説明

を申し上げます。 

美幌町会計年度任用職員の給与等に関す

る条例を次のように制定しようとする。 

記以下につきまして御説明をいたします

ので、参考資料の９ページをお開き願いま

す。 

資料３、議案第８１号関係。 

制定目的でありますが、地方公共団体に

おける行政需要の多様化に対応し、公務の

能率的かつ適正な運営を推進するため、地

方公務員法及び地方自治法の一部が改正さ

れ、令和２年度から施行されることから、

会計年度任用職員の給付等に関しまして必

要な事項を定めるために条例を制定しよう

とするものであります。 

初めに、会計年度任用職員制度の概要に

つきまして御説明をいたしますので、参考

資料の１１ページをお開き願います。 

制度導入の背景でありますが、臨時職員

等につきましては、多様化する行政需要、

複雑化する住民ニーズに対応するため、教

育や子育て、医療、作業分野など、さまざ

まな行政分野において活用されているとこ

ろでございます。 

地方行政を推進する上で重要な担い手と

なっている現状にあるところでございます

が、こうした中、臨時職員等の適正な勤務

条件等を確保することが求められているこ

と、任用や処遇上の課題を解消し適正な運

営を推進する必要があること、以上の理由

から、これまで一部不明確であった法律上

の整備を行うべく、特別職非常勤職員及び

臨時的任用職員の任用要件の見直しが行わ

れるとともに、新たに会計年度任用職員制

度が創設され、令和２年４月１日から施行

されることになったところでございます。 

法改正の概要を整理した図を載せてござ

います。 

地方公務員につきましては、図の上段で

示すとおり、特別職と一般職に分類されて

ございます。 

さらに、一般職につきましては、常勤職

員のほか、右端に記載のとおり、臨時・非
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常勤職員などで構成されております。 

今回の新たな制度は、中段に示す一般職

非常勤職員につきまして、法律上、制度が

不明確であったことから、新たに会計年度

任用職員の規程を設けることにより、任用

や処遇上の課題を解消し、適正な行政運営

を確保するものであり、本議案は、そのた

めに必要な条例を制定しようとするもので

ございます。 

図の下段で示すとおり、会計年度任用職

員につきましては、常勤職員と同じ勤務体

系のフルタイム、常勤職員よりも短い勤務

体系となるパートタイム、２種類から構成

されることになります。 

参考資料１２ページをごらんいただきた

いと思います。 

（１）の後段の３行になりますが、この

たびの条例におきましては、フルタイムと

パートタイムそれぞれについての給料、手

当、報酬、費用弁償の給付に関する規定を

設けることとし、任用や服務規律、休暇等

の勤務条件に関する事項につきましては、

他の条例または規則において定めることに

なります。 

次に、条例制定の内容につきまして御説

明をいたしますので、参考資料９ページに

お戻りをいただきたいと思います。 

制定内容でありますが、第１条は趣旨

を、第２条及び第３条は、会計年度任用職

員の給与に関する規定になります。第４条

から第９条までは、フルタイム会計年度任

用職員に関する規定を、また、第１０条か

ら２０条までは、パートタイム会計年度任

用職員に関する規定についてそれぞれ定め

るものでございます。 

また、第２１条につきましては、外国語

指導助手等の給与について、第２２条は規

則への委任について定めるほか、附則第２

項におきましては、給料や報酬の月額が減

額となるもので、特に町長が認めるものに

ついては、減給を保障して支給をするこ

と。 

附則第３項につきましては、既に共済組

合に加入しているものにつきまして、別に

定める額を給料として支給することをそれ

ぞれ定めているものでございます。 

根拠法令等は、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律。 

施行日は、令和２年４月１日でございま

す。 

続きまして、議案第８２号について御説

明をいたしますので、議案書の１７ページ

をお開き願います。 

議案第８２号美幌町会計年度任用職員制

度の施行等に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について御説明を申し上げま

す。 

美幌町会計年度任用職員制度の施行等に

伴う関係条例の整備に関する条例を次のよ

うに制定しようとする。 

記以下につきまして御説明をいたします

ので、参考資料の１３ページをお開きいた

だきたいと思います。 

資料４、議案第８２号関係。 

制定目的でありますが、議案第８１号で

御説明をいたしました美幌町会計年度任用

職員の給与等に関する条例の制定に伴い、

服務規律や休暇等の勤務条件に関する事項

を定めるため関係条例の整備を行うもので

ございます。 

条例制定の内容でございますが、会計年

度任用職員に係る規定を追加するための条

例改正が７件、名称変更するための条例改

正が１件、適用除外を定めるための条例改

正が１件、特別職非常勤職員の定義を変更

することに伴う条例の改正並びに条例の廃

止が各１件、以上、１１件につきまして条

例の整備を行おうとするものでございま

す。 

なお、第１０条美幌町交通安全指導員設

置条例の廃止につきましては、改正法によ

り、特別職非常勤職員の対象外となるもの

でありまして、今後におきましては、この

制度外におきまして、その活動に対して報
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償費が支給されることになります。 

根拠法令等は、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律。 

施行日は、令和２年４月１日でございま

す。 

なお、参考資料１５ページから２０ペー

ジに関係条例の新旧対照表を掲載してござ

いますので、御参照をいただければと思い

ます。 

以上、議案第８１号及び議案第８２号に

ついて御説明をいたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 今日いただい

た資料の中から質問させていただきたいと

思います。 

その前に、一言言わせていただきたいの

ですが、この条例改正に当たっては行政全

般にわたることですので、総務文教厚生常

任委員会に説明するのは当然のことだと思

いますが、全般にわたることについては議

員全員に説明をすべきではなかったかとい

う思いがあります。 

それともう１点、資料の提出をこちらか

ら求めなければ出てこないという状況があ

りました。そういう意味で、判断すること

が難しいという思いを持っていますので、

こういう大事なことについては、最初から

きちんと説明をするなり、資料を出してい

ただいて、短時間で理解を求めるというこ

とが必要ではないかと思っています。 

それでは、質問させていただきます。 

いただいた資料の中で、前回も説明を受

けておりましたけれど、具体的な内容につ

いては示されておりませんでしたのでお伺

いいたします。 

まず、１番最初の四角の枠の下に、今回

最大減額される３５万円の方、それから、

最少減額で１０万円、平均では１６５.８千

円となっていますが、この方たちはどうい

う状況でこうなったのかということが１点

と、これだけ減額されてしまうと、家庭を

持っている人たちですと大変な状況かと思

っていますので、この人たちに対する説明

会のあり方、これからの待遇、今後どうし

ていくかということも含めてお聞かせいた

だきたいと思います。 

それから、フルタイム職員をパートタイ

ム職員に移行するという、前回の説明では

全員ではなかったと思うのですけれど、そ

ういう説明を受けておりました。 

ただ、先ほどの説明の中でありますけれ

ど、地方行政の重要な担い手となっている

人たちを簡単にフルタイムからパートタイ

ムにするためにどういう形で説明をして、

理解をしていただいているかということを

説明いただきたいと思います。 

以上２点、お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 何点かの御質

問をいただきましたので順次御答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

まず１番最初に、坂田議員から御指摘を

いただきました、全体にかかわることであ

りますので、議会全体に説明をすべき、あ

るいは、資料の提出がなかなかされなかっ

たという点でございます。 

誤解なく、決して説明を回避するという

思いは毛頭ございません。 

ただ、私どもの判断で、まずは所管の委

員会の皆様へということで考えた次第であ

ります。 

そうした考え方に反省すべき点があれ

ば、しっかり反省をして、今後、全体にか

かわる同様の事案があれば、しっかりと機

会あるごとに説明を尽くしてまいりたいと

考えておりますので、まずはその点を御理

解いただければ幸いであります。 

それから御質問をいただきました、本日

の朝、資料配付をさせていただいた中であ

りますけれども、今回の会計年度任用職員

制度の制度設計に当たりましては、これま
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で任用されてきた臨時職員の皆様が、制度

の導入後におきましても生活に支障を来た

さないようにできる限り配慮をして進めて

きたところでございます。 

年間の支給額、年収を保障することを第

１に考えて制度設計を進めてまいりまし

た。具体的には、新たな給料月額が現行の

賃金を下回る場合については、現行の賃金

をしっかりと保障したいというのが１点で

す。 

２点目といたしましては、新たな制度で

期末手当を支給できるということでござい

ますが、こちらについては、国からの指導

により正職員と同水準を上限として支給で

きるということになってございます。 

正職員につきましては、期末手当の年間

支給割合が２.６カ月となっておりますの

で、美幌町においては同様に２.６カ月を会

計年度任用職員の皆さんに支給するという

ことで制度設計をしております。 

ただ一方で、国の制度設計では扶養手当

や住居手当、寒冷地手当については支給す

ることができないということになってござ

いますので、美幌町においてはこれまで扶

養手当、寒冷地手当等を支給してきてござ

いますので、その分が減収になってしまう

ということになってございます。 

つきましては、そのまま減収になるとい

うことになれば、当然生活に大きな支障を

来すということになりますので、できる限

りということで考えたときに、給料の月額

をしっかりと高い位置に設定した中で、期

末手当等含めて、年間の支給総額を確保し

たいということで制度を確立してまいりま

した。 

結果として、本日資料を提出させていた

だきましたが、１６名の皆さんについて

は、平均で１６万５,８００円の減収となる

ということになってございます。 

大変心苦しいところではあるのですけれ

ども、私たちは制度設計する中では、今ま

での臨時職員の皆さんも当然行政サービス

を提供する上で重要な担い手であるとしっ

かりと認識をした中で、できる限り最大限

の配慮をして、制度設計をしてきたつもり

でございますので、どうか御理解をいただ

きたいと思います。 

また、２点目の１４名の方が今回事務補

助ということで、従来から働いていただい

ている方ですけれども、７時間勤務のパー

トに移行するということになってございま

す。 

こちらにつきましては、各職場におい

て、事務補助を担っていただいている皆さ

んがいらっしゃいますが、今回の制度設計

を進めるに当たっては、各職場の所属長と

ヒアリングを重ねた中で、例えば、通常業

務に当然支障があれば、そのような任用形

態の変更はできないわけでありますけれど

も、任用形態の一部見直しを行った後にお

いても、通常業務に支障がないという中

で、今回、７時間勤務のパートということ

で位置づけをしたいと、そのような、考え

方を持ったところでございます。 

また、対象の職員の皆さん、パートへの

変更に限らず全ての皆さんに、１２月３日

以降、各職場において所属長から制度の説

明をさせていただいてございます。 

本日現在、各職場において、制度設計に

ついては御理解をいただいているというこ

とで報告をもらっているところでございま

す。 

ただ、制度設計に御理解をいただいてい

ることと、今回年収が下がってしまう方も

実際におられますので、その皆さんが年収

が下がることに対して全員理解をしている

かというと、それは心の中まで推しはかる

ことはできませんので、わからない部分で

ありますけれども、制度が新しく移行する

ことについては御理解をいただいていると

いう受けとめをしているところでございま

す。 

以上、大きく２点、御答弁をさせていた

だきました。 
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どうか御理解よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） まず、最初の

減額の関係、これは現状に見合っただけの

保障はできるという理解でよろしいでしょ

うか。 

それともう１点、二つ目に説明を受けま

したけれど、例えば、フルタイムの人は

７．７５時間、パートの人は７時間。それ

で、給料も退職手当も出ない。それから、

社会保険、共済保険にも入れないという差

が出てくるわけです。 

そこはきちんと理解していただいている

かどうか。 

もう１点、まだ説明を受けていないとい

う方も結構いらっしゃると聞いています。

そういう意味では、きちんとした説明が行

き渡っているかという疑問があると思って

いますが、その点についてはいかがです

か。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁を申し

上げたいと思います。 

まず１点目、減収になる１６人の皆さん

については、月額についてはしっかりと保

障させていただくということでございます

が、こちらで示している平均１６万５,８０

０円の減収というのは、年間の総支給額で

平均１６万５,８００円減額となってしまう

方が１６人いるということであります。 

毎月の給与については、これまで同様に

しっかりと保障をさせていただいていると

いうのがまず１点になります。 

それから、今回任用形態が７時間勤務の

パートタイムに見直しになる皆さんであり

ますけれども、確かにフルタイムではござ

いませんので、退職手当の加入あるいは共

済への加入要件を満たしておりませんの

で、そちらには加入ができないということ

でありますが、社会保険の加入は変わらず

加入ができるということになってございま

す。 

また、１回目の答弁で申し上げました

が、対象となる皆さんには各所属長から説

明をした上で、制度については御理解をい

ただいているということで報告をもらって

おりますので、同じ答弁になってしまいま

すが、そのような受けとめでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 最後ですの

で、私がお聞きしたかったのは、フルタイ

ムの人たちがパートタイムになるわけで

す。そのときにフルタイムで働く条件とパ

ートタイムで働く条件というのは当然変わ

ってきますので、そういうことも納得した

上で話し合いは進められているのかという

ことをお聞きしたかったのです。 

条件が違うことによって、生活環境も変

わっていくということがありますので、そ

こら辺はきちんと対応していかなければい

けないのではないかという思いがあって、

質問させていただきました。 

そこら辺のことは所属長から説明されて

いますと言っていますけれど、それについ

て、きちんと理解をしていない人たちもい

るということを御理解いただきたい。 

そういう人たちにもきちんと説明をすべ

きではないかと思っていますので、そこら

辺のことも徹底していただければと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 今回、勤務条

件が変更になるということであります。 

皆さんそれぞれに当然日々の生活がござ

いますし、各世帯によって状況は異なると

思いますが、やはり年間の支給額が減収に

なる。あるいは、任用形態が変更になると

いうのは大きな問題だと捉えております。 

所属長を通じて、説明をしてきているわ

けでありますけれども、やはりそれぞれの

職場でしっかりと御理解をいただいた上
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で、行政サービスを提供していただくとい

うことがなければ、町民の皆様にもよくな

い影響があるかもしれませんので、そこは

機会を見て、しっかりと丁寧な説明を尽く

していく必要があると受けとめておりま

す。 

今回、条例提案をさせていただいており

ますけれども、今回の条例が制定されたと

すれば既に説明は必要がないということで

はなくて、来年４月１日の施行で考えてご

ざいますので、引き続きしっかりと対象者

の皆様には説明を尽くしてまいりたいと、

丁寧な対応を心がけてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん、 

○７番（馬場博美君） 私は２点ほど考え

方について御説明をお願いしたいと思いま

す。 

まず最初に、今回の会計年度任用職員制

度については、冒頭の制定目的の中にもあ

りますけれども、私も行政にいましたの

で、臨時職員の方は資料によりますと３６

４名ということでございます。 

日々、雇用形態からいっても不安な状況

にあったと思いますけれども、今回、地方

公務員法及び地方自治法の改正に伴って、

来年４月から施行されることについては、

臨時職員等にとっては適正な勤務時間を確

保する観点が求められていることなどか

ら、今回任用上の職業の課題を解消するこ

とについては大変よいことだと思います。 

坂田議員からもありましたけれども、私

は今回、今日配付していただいた資料につ

きましても、実は２回ほど説明を受けてご

ざいます。１１月２６日、１２月１０日に

説明は聞いたのですけれども、非常に私は

理解できませんでした。 

先ほど総務部長が言われた考え方につい

ては、今までの給料を年額保障することに

ついて、全体的な考え方については理解し

ます。 

しかし、一方、今日資料をいただいた中

で、下がる職員についても最終的には３０

名いらっしゃるということで、坂田議員が

おっしゃるとおり、当初の段階から説明を

いただきたかったと思います。 

ぜひ、今後いろいろな制度改正をするに

当たっても、十分な資料提出をいただけれ

ばということでお願いが１点でございま

す。 

今回資料をいただいた中で、現状から比

べて、最終的には３６４人のうち３３４人

が現状保障ということで、下がらないとい

うことであります。 

全体で見れば非常に職員のことを考えて

やられた対応だと思いますけれども、下が

る職員が１６名いらっしゃいます。そうい

った対応についても、今回１６名の方が下

がる理由についても、扶養手当とか、月額

の保障はするものの特別手当が減額になる

ということで理解いたしました。 

坂田議員からも質問がありましたけれど

も、１点目に聞きたいのは、どうしてもわ

からないのですけれども、フルタイムから

パート職員になるということであります。 

説明によりますと、各部署の所属長に聞

き取りを実施し、勤務時間の短縮が可能と

判断したからということであります。私も

役場職員時代に、当然職員と同じように６

カ月雇用の更新ということでやっていまし

た。 

職員と同じように一生懸命やられて、そ

して、ある職員については空いた時間はほ

かの部署まで手伝うという職員もいらっし

ゃいます。 

そういったことを考えたときに、何十年

も続いていたことが、この制度導入に伴っ

て、フルタイムからパート職員にするとい

う考え方についてはどうしても納得いかな

いものがあります。 

なぜ今までこういった対応をしていなか

ったのかというのも変な聞き方ですけれど

もあります。もう少し、このことを説明し
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ていただきたいということが１点です。 

２点目は、今回の制度改正に伴って、対

象職員がいらっしゃいます。下がる職員あ

るいは任用形態が変わる職員については、

担当所属長だけではなくて、先ほど総務部

長が答弁したとおり、丁寧な説明を行って

いくということでありますので、できれば

担当の主幹なり、総務部長なりが出向い

て、親切丁寧な対応をすべきと考えます

が、いかがでしょうか。 

この２点について、御答弁をお願いした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） まず１点目、

先ほど坂田議員からの御指摘も同様であっ

たと認識しております。 

説明会の進め方あるいは資料の作成、提

出という部分で、十分な対応ができていな

かった部分があろうかと考えてございま

す。 

その点についてはしっかりと反省をさせ

ていただきたいと思いますし、今後同じよ

うな全体にかかわる案件が生じた場合は、

しっかりと議会の皆さんに御理解をいただ

けるように準備を尽くしてまいりたいと考

えてございます。 

それから、パートタイム７時間につい

て、今回任用形態の見直しを行いたいとい

う部分であります。 

議員の御指摘もあったとおり、従来か

ら、私たち正職員の事務的な補助という位

置づけで各職場でサポートいただいていた

方が多数いらっしゃいます。 

今回、会計年度任用職員の制度導入に当

たってということだけではないのですけれ

ども、各職場において大切なことは、しっ

かり行政サービスを安定的に提供していく

ということだと思いますし、一方で、私た

ち行政については、最少の経費で最大の効

果を上げなければならないと、これは地方

自治法の第２条でもうたわれているところ

であります。また、同じ第２条では、組

織、及び運営の合理化にも努めなければな

らないという条文もございます。 

ついては、しっかりと行政サービスをど

のような体制で提供できるのか、また、最

少の経費でしっかりとサービスをできるよ

うな体制を常に考えながら取り組んでいく

というのが私たちの使命でもあると考えて

おります。 

今回任用形態を見直しいたしまして、７

時間パートという位置づけをさせていただ

く考え方でありますけれども、今お話をし

たような部分から各職場の実態を把握した

上で、７時間パートで配置することが十分

できるということで、今回制度化を図ると

ころでございます。 

最後にお尋ねの丁寧な説明につきまして

は、確かに議員の御指摘も理解できるとこ

ろではあります。 

来年の施行までには十分時間がございま

すので、機会を見て、私たち総務部の担当

が対象者にしっかり説明をするということ

で理解をいただいた中で、新しい制度に入

っていきたいと考えてございますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １点目の前段の部

分ですけれども、実はなぜこのようなこと

を申し上げるかというと、実は、総務文教

厚生常任委員会で説明を受けたときに、私

も一町民から問い合わせがありました。 

そのときに、私はそういう説明を受けて

いないというトラブルにもなりましたの

で、総務部長がおっしゃられるとおり、次

回からは資料をお願いしたいと思います。 

それと、全体的な考え方ですけれども最

終的には３６４人の方が、引き続き行政サ

ービスを一生懸命やられている中で、今後

も頑張るという気持ちが、先ほど総務部長

の答弁で、年額を保障するということで今

回取り入れていただきました。 

ただその中には、下がる職員、それから
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任用形態が変わる職員もいますので、今後

も職員に対して丁寧な説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ゆっくり話した

いと思います。 

６項目ありまして、そのうち３項目は、

総括的な部分で町長にお尋ねしたいと思い

ます。 

まず１点目は、総務省がこの制度を来年

４月から施行するに当たって、各自治体に

いつごろ条例化するかという調査がきっと

あったと思います。 

私の資料では、全国の町村で言えば９月

までに終わらせようとしていた自治体が７

５１町村で８１.１％の町村、これは調査で

すから、実際に条例化したかどうかまでは

わかりませんけれども、美幌町のように１

０月から１２月というのが１７５町村で残

り１８.９％ということで、美幌町の提案

が、遅かったという感じもいたしますが、

制度設計のためにいろいろと町も取り組ん

できたことはわかっていますが、時期が遅

れた理由をまず町長にお聞かせいただきた

い。 

それから２点目、資料の中でも今回の新

制度の導入によって、美幌町では約９,７８

０万円人件費がふえるとなっています。 

そもそもこの制度自体は、国は自治体に

おける職員の正規だとか非正規だとか、そ

ういったところを正しい任用に、ばらばら

であったものを改めようという趣旨でやっ

ていますから、当然のことパートタイムに

よって一部分が下がる部分は、各自治体の

判断でどうなるかわかりませんけれども、

総体的には人件費がふえるということであ

ると思うのです。 

そういう中で、首長として、この財源負

担の問題について、私は交付税によって当

然これは正職員と同じような形で、職員給

与費で計上されるということは、交付税上

はその人件費分というのは設計の中に入っ

てきて、基準財政需要額の中に当然盛り込

まれると思うのです。ふえるのだと思うの

ですが、交付税は御存じのように総体的な

中でやっていますから、全国的に相当な人

件費がふえる中で、果たしてどれだけきち

んと交付税措置の中で財源確保ができるか

ということを私は非常に不安にも思ってい

ますし、疑問視もしておりますので、そう

いった面で首長として、この辺の財源確保

をどのように国に求めるべきなのかという

ことが２点目です。 

３点目、総務省の今回の手当の中では、

寒冷地手当と扶養手当はフルタイムには適

用除外ということになりましたけれども、

この中でも特に、北海道、東北を中心にし

た積雪寒冷地というのは、冬の暖房のボイ

ラーとか、そういったもので灯油を中心

に、それがなければ生活できない、そうい

う特殊性があって、正規職員についてはそ

ういうのが制度化されていて、なぜ今回の

制度改正によって、寒冷地手当は支給すべ

き手当から除外したのかというのは極めて

疑問に思っています。 

それと扶養手当についても同じです。 

今、子育て支援を国が積極的に自治体に

求めている中で、なぜこういう大切な手当

て二つを除外しているのかということに疑

問を感じますので、そういった面で、この

辺もさらに次の見直しにかけて町村長とし

て、国に対して物申すべきではないかと思

っておりますので、ここまで町長の考え方

をお聞かせいただきたいと思います。 

次に、担当部局から、今回総務省は、柔

軟な人事管理や勤務条件の改善で人材を確

保するという趣旨でこの制度改正をしてい

ます。 

総務省の指導でも、単に財政上の制約を

理由として、合理的な理由もなくフルタイ

ムでの任用を抑制することは、適正な任

用、勤務条件の確保という改正法の趣旨か
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ら不適切、これは総務省が各自治体に指導

していることでありますので、そういった

面で、今回、残念ながら先ほど２人の議員

が質問したように、町長の判断で７時間の

パートタイムでも行政運営は支障がないと

いう一定の判断をされましたけれども、現

状はそうですけれども、今後この制度導入

によって、新たにパートタイムにしても何

ともないということは現状の中ではないと

思うのですけれども、基本的には今パート

タイム化しようとする以外の職種につい

て、さらに拡大することはないのかどう

か、その辺の考え方をお聞かせください。 

それから、５点目ですけれども、臨時的

任用職員というのを美幌町で行う場合、具

体的にどのような場合を想定されるのか。 

国では災害のことだとか、正職員が急に

やめてとか書いてありますけれど、美幌町

で考えられることというのは、どのような

ことがあるのか。 

それから、総務省は今回の制度設計に対

して、勤勉手当については、各団体の期末

手当の定着状況を見た上で、今後の検討課

題と私の資料ではそうなっているようです

から、そうなると、国がさらに見直しをし

て勤勉手当相当分に対して措置するような

ことがあれば、先ほど言った、パートタイ

ムも、もしそういうものが新たに変更され

れば減収分が補填されるということも想定

されますけれども、その辺は国からの説明

の中で、今私が質問しているのは勤勉手当

は検討課題だということを行政側として説

明を受けているのか、その点について御質

問したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今上杉議員から６

点ほど質問がございましたので、私が考え

ている部分のお話をさせていただきたいと

思います。 

まず１点目の何で１２月かということに

対して、遅れたという表現でありましたけ

れども、私は５月に町長になって、この制

度は教育長時代からも聞いておりました。 

私のイメージとすれば、１２月に出すと

いう考え方で、それまでしっかり制度設計

をしてほしいというお願いはしておりまし

たので、遅れたという思いは余り持ってお

りません。 

管内の首長たちと話したときには、時期

という話の中でいけば、しっかり制度設計

をするためには時間もかかるし、その辺は

情報交換をしながらということで、１２月

に出すという思いでありましたので、今回

提出させていただいたことは遅れて出した

という思いではないことは御理解いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 町長の意向も、

大きな制度変更ですから、町長が言ってい

ることはわかります。 

ただ、１２月提案になったことが悪いと

言っているのでなく、そのための説明が遅

過ぎたのだろうと思います。 

もう少し早い時期、制度設計がどの程度

準備できているのかわかりませんけれど

も、こういう大きな身分にかかわるような

ことであれば、今後議会の所管委員会、先

ほどほかの議員からも総合的なことは全体

での説明ということでありましたので、ぜ

ひ、その辺については、先ほど総務部長も

反省しているということでありましたけれ

ども、もっと早めにこういうことはきちん

と資料も早目に出せば、議会議員の理解も

早く得られますので、そういった部分を今

後対応していただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １２月にお出しし

たことに対しての御理解をいただいたと思

います。 

ただ、今おっしゃられた、それまでに対

する資料とか、皆さんに対する説明につい

ては、上杉議員だけではなくて、ほかの議

員からも質問が出ております。そのこと
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は、そのとおりでありますので、今後こう

いう事例等が生じる場合については、それ

から、制度設計等に係る部分については情

報を得た時点とか、ある程度まとめた段階

で、皆さんと協議、情報の提供をしっかり

していきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２点目、町長お願

いいたします。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、全体で約１

億円、９,８００万円ほど上がるわけでござ

いますけれども、当初、財政計画の中で６,

０００万円ぐらいと見ていた部分がかなり

上がります。 

そういった中でいけば、国は交付税措置

はするとは言っています。今御質問の中

で、そのことが実際に実施されるかどうか

という部分についての確約をいただいたわ

けでもないので、上杉委員がおっしゃった

ように、機会があるごとに国に求めていく

方法、ただそれが具体的にどういう手法と

してやっていけるかというのは、今ここで

即答はできませんけれども、考えられる一

つの手法では、今までの先輩方のやり方を

見る中においては、期成会がオホーツクに

あって、全体のことについては北海道町村

会があって、そして最後に全国町村会の中

でしっかりその役割の人たちの中で訴えて

いっておりますので、そういった中で努力

していきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 町長が言うよう

に、国が法律改正までして、地方自治体の

任用職員制度を整備するということで求め

ていますから、当然国の責任でやっていく

べきだと思うのですけれど、ぜひ、全国町

村会などを含めて、中央団体共通の課題で

もありますのでしっかり取り組んでもらい

たいと思いますし、交付税の中できちんと

単位費用の中に入っているから心配ないみ

たいなことで、実際に蓋を開けてみたら期

待したほど交付税がふえないという事態も

あります。 

そういった面で、ぜひチェックをしてい

ただいて、物を申すべきところはしっかり

国に対して物を言ってほしいし、あるい

は、北海道選出の国会議員もいますから、

その辺も地方公共団体の実情を、法律をつ

くっているのは国会議員ですから、それを

認めているわけですから、そういったとこ

ろを管内選出の国会議員についてもしっか

り物申して、地方をしっかり守る、そうい

ったことに今後とも取り組んでいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） ３点目お願いいた

します。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、標準的に国

から示された中で、寒冷地、扶養手当につ

いては今後対象としないとされたことに対

して疑問ということで、私の考えはという

ことであります。 

具体的に、寒冷地手当のことについては

首長たちで話が出たことはあります。た

だ、そこまで踏み込んでおかしいというと

ころまではいっていないのは事実でござい

ます。 

今回言われた中で、うちのスタッフにお

願いしたのは、この制度がつくられた原点

というか、今までの臨時職員等の雇用に対

して、一定のルールがなかったことも事実

です。 

それから、私が気になっていたのは、雇

用の時期によって同じ仕事をする、結果的

に臨時ですから単年度雇用というイメージ

の中で継続されているのはどういうことか

というのも、町長になる前から非常に変で

はないかという話をしていました。 

そういった中でいけば、きちんとルール

に沿って、同じ仕事をして、同じ処遇を受

けるということは大切なことという思いの

中で、そういう意味ではしっかりとルール

設計をして、まずはそういう不均衡、それ
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から今いらっしゃる方を基本的には全部、

皆さんを一定のルールにおいて、それと町

民の方々にしっかり説明できるようなルー

ルとして、まとめ上げてほしいという話を

させていただいております。 

そういった中でいけば、今疑問に残ると

言われるような寒冷地、扶養手当について

は、先ほどの交付税措置をされるのかとい

う話の中で、チェックをしっかりするよう

にと議員から言われていますので、私もこ

の辺の疑問については、首長たちと北海道

の場合はどうなのかという話も含めて、機

会あるごとにしっかり皆さんと論議をした

中でチャンスがあれば、そういう制度を変

えてほしいとか、そういう努力はしていき

たいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 今の町長のお話

のように、私はこの二つの手当の除外とい

うのは、そういうふうに言えば正職員だっ

ていらないとなります。これは全国的に言

えば、積雪寒冷地で寒冷地手当をもらって

いて、本州のほうは冷房手当をくれるのか

ということで結構論議のある部分でもある

のです。 

ですからそういった面で言えば、生活給

として、どうしてもこういう地域に住んで

いる場合、正職員であろうと、今回制度改

正になった任用職員であろうと、制度設計

上、不備だと考えていますので、今後の機

会を捉えて、ぜひ北海道町村会だったり、

町村長の意見交換をする中で、そういった

要望をしっかり国に出していただきたいと

いうことで、特に町長の説明はよろしいで

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ４点目の御質

問に対しての御答弁になります。 

財政上の理由から、今回単にパート化を

進めたのではないかという御指摘だったと

思います。 

決してそうではないということは御理解

をいただきたいと思いますし、今回許され

る範囲の中で、年間の支給額をしっかりと

確保しようという制度設計を進めてきた結

果、御説明もいたしましたが全会計で９,８

００万円の町の負担がふえるという状況に

なっております。 

このことからも、財政負担を仮に考えて

制度をつくり上げれば、当然そのような制

度設計にはなりません。例えば、期末手当

は２.６カ月が上限という線引きの中で、美

幌町においては２.６カ月をしっかりと支給

しようということで考えてございますが、

他の自治体それぞれ事情が異なりますけれ

ども、都道府県の中でも、２.６カ月ではな

く、２カ月あるいはその半分の１.３カ月の

期末手当にするというような話も聞いてご

ざいます。ですけれども、美幌町におきま

しては、これまでの経過というか、これま

での任用条件も加味した中で、最大限でき

る範囲で新しい制度をつくってきたという

ことでございます。 

確かに、今回一部任用形態を見直して、

パート化を考えているわけでありますが、

こちらは決して財政上の観点でそのような

考えを持ったということではないことは、

どうか御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） そういう話とし

てはわかるのです。 

現状ではパート化する職種というのが限

定された中でやりましたけれども、そうす

ると今認めた新しい任用制度の職種という

のは、基本的にこれからも維持されて、行

政運営をしていくという理解でよろしいで

すか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） すみません。

先ほど答弁が漏れておりました。 

今後についてのお尋ねでありますけれど

も、現状においては、さらに任用形態を一
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部見直してパート化を図るということは考

えてございません。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ぜひそういった

面で、総務部長も財政上の理由からそうし

たのではないということを、明確に考え方

を答弁していただきましたので、よもや財

政上の理由で、今後事情があって、さらに

パート化したいということは現状ではない

と押さえておきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ５点目のお尋

ねであります。 

臨時的任用職員の考え方でございます

が、今時点では、本町におきましてはそう

いった職員はおりません。 

今後においては、例えば想定する職種と

して考えれば、災害が発生した際の臨時的

な任用、あるいは、重大な事故が発生した

場合、その事故に対応するために膨大な業

務、事務量がふえた際には、現状の職員で

は対応ができないという状況も考えられま

すので、そうした場面においては、臨時的

な任用職員を任用して対応すると、そのよ

うな想定をしているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 国の想定の中で

は、災害、その他重大な事故が発生した場

合だとか、一時的に事務量が増大して多忙

となるような場合、あるいは介護休暇、産

休等の職員の職務を処理するということ

で、３番目は今も町で現実的にはそういう

対応をしていますから、そこは私の理解と

しては臨時的任用という押さえで、これは

そういう事態が発生したときに出てくると

いうことで理解してよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議員御指摘の

とおりでございます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ６点目のお尋

ねの勤勉手当です。 

先ほど町長から答弁もありました寒冷地

手当も含めてになるのですけれども、実は

総務省においては、地方公務員の臨時、非

常勤職員及び任期付職員の任用等のあり方

に関する研究会という機関が設置されてお

ります。 

これは常設のようでありますけれども、

この研究会において、議員御指摘の勤勉手

当、あるいは、寒冷地手当も含めて検討課

題に上がっているという情報も入手してお

ります。 

どういう形になるかわかりませんし、い

つの時点か正直わかりませんけれども、当

然検討課題には載っておりますので、仮

に、寒冷地手当あるいは勤勉手当の支給が

認められれば、その内容に応じてしっかり

と内部で検討した中で、美幌町においても

各種手当の支給については当然検討してい

くということになろうかと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は、１１時２５分といたします。 

午前１１時０８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 数点ほど、内容

というよりは町の姿勢についての確認をと

りたくて質問します。 

まず１点目、先ほどの上杉議員への回答

の中で町長も少し言いましたけれど、今回

の嘱託、パート職員の数から考えて、美幌

町の今の一般の職務の中で、正規職員、非

正規職員の人数の比率です。 

要するに、これだけ今回のフル、パート

の中でも専門職の方々が多い。この方々の

賃金は今回上がりますけれど、正規職員と

同じだけ働いて約半額の手当です。専門職
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であるから以上に、我が町美幌町にとって

も優秀な人材だという答弁を先ほど聞いて

います。 

そうであれば、美幌町で言うところのフ

ルもパートも含めて、今後、正規職員化、

要するに非正規を減らして正職化を図るこ

とを町長として検討に入ることも心の中に

あるのかどうか。 

というのは、美幌町の職員の数が本当に

多いのか少ないのか。我々は常時そこで仕

事をしていないからわからないです。であ

れば、正規職員にしてでも今の職場をもっ

と楽にさせる。そして、人材育成を図ると

いうことを考えれば、私は、正規雇用の数

と非正規の職員の数の検討に入るべき時期

が来ると思っていますので、町長の回答を

願いたい。 

２点目、先ほど上杉議員の質問がありま

したけれど、今回の財源措置、要するに交

付税措置がなされないという現状なもので

すから、今後この約九千七百何十万円が、

数年間続くという事態もあり得るとなれ

ば、令和２年度の予算書の中で、この増え

た分を平成３１年度の予算書と、できれば

わかりやすく説明してもらえれば我々議会

も今後予算措置のことがわかるのかなと。

１回紛れてしまいますと二度とわからなく

なりますので、令和元年に執行している予

算と令和２年度の予算の中で、９，７００

万円の措置がどんなイメージになったのか

きちんとお知らせしてもらえることが３月

議会で可能かどうかが２点目。 

３点目、議会議員でもなかなか理解でき

ないことなので、今回、条例制定というこ

とになると、広く考えれば自治基本条例の

規定なのかなと。 

そうなると、これだけの多岐にわたる内

容を広く町民の方に説明をして理解を求め

るのは相当きついのかなと。懇切丁寧に、

わかりやすく説明会を開くべきだと思うの

ですけれど、その辺の手法と、時期、やり

方をどのように考えているのかお聞きした

い。 

四つ目、今回、一般職のこの表でいくと

１３万９,９００円というパート２７名と、

１６万３,１００円というパート１３０名、

パートの方々の賃金、時給金額は９０３円

という計算からなっています。 

特に、２７名の方につきましては、今ま

で以上に期末手当が当たるということを考

えますと、時給ベースではなくて、期末手

当がもらえますので、時給換算すると１,０

９８円になるのです。要するに、パート賃

金は相当上がる。 

行政内部で働いているパートの人たち

も、町、町民のために職務をしっかり遂行

して働いているということを私は理解して

います。 

そうであれば、美幌町が今発注している

業務、指定管理を含めた先にも町のために

働いている職員がいます。そういうところ

のパート賃金等の引き上げ、改正につい

て、今回、町長はその考えをお持ちなの

か、寛大な気持ちで対応するという気持ち

があるかどうかお尋ねします。 

この４点お願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １点目の御質問で

ありますけれども、職員数についての考え

方ということであります。 

今後、常勤と非常勤という部分でいけ

ば、職員数を検討しなければいけないとは

思っております。 

そこで、本来行政を進める中で、職員と

言われる人がどこに必要か、どういうとき

にいるかということも考えていかなければ

いけないです。 

全てが行政ではなくて、民間でできるも

のもあるし、そういうことも含めて考えざ

るを得ない時期ということでありますの

で、そのことはしっかり受けとめた中で考

えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 
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○１３番（松浦和浩君） 今の町長の回答

で、今後、行政改革の中身も動くのではな

いかと思いますので、しっかりとまたその

行き先についてお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ４点御質問をいた

だいた中で、２点目、３点目については、

担当から説明させていただいて、もし何か

あればお答えしたいと思います。 

４点目の質問の内容は、一般委託してい

る方々のことについての御質問だと思いま

す。 

今回予算の中で、松浦議員がおっしゃっ

たことの見直しについて、相手ときちんと

話して、そこに係る人件費、それをきちん

と受けとめた中で、上げるなりしてほしい

というお話をしました。 

それはどういうことかというと、多分考

えていることは同じだと思うのですけれど

も、委託をしたときに、今まで人がたくさ

んいたときには、その賃金で人を探してく

ればいくらでもできた時代であります。今

はそうではないです。行政とすればこうい

う賃金でといっても、そこに集まる人がい

なくなってきて、特定の人がそこで仕事を

していく。当然そうなった場合には、前年

度と次の年と、年齢とともに給料が上がる

ということは必要だと私は考えているの

で、しっかり委託するもの、それから要望

等を聞いた中で、自由に雇用が見込めない

ものについては、それなりの考えで上げて

いただいて結構ですということで、それを

しっかりやってくれという話はしておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今、町長の回答

を受けまして、ことしの６月議会でも働き

方改革の関係で、今後公共工事だとか、い

ろんな発注工事についての人件費単価も相

当かかるのではなかろうかということも想

定されるということだったのですけれど、

今回このように行政内部の人件費が上がれ

ば、また、行政の負担金も増えますので、

増えても払わないといけない時期が来たと

きに、やはり美幌町の財政を今後どうコン

トロールするかという、大変なことになる

可能性もあるなと。 

ただし、それは働く人優先なのかなと思

えば、両極端、どっちをとるかということ

になりますので、しっかりその辺、町長の

采配をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ２点目のお尋

ねの交付税措置がなかなか難しい中でとい

うことで、議員御指摘のとおり、行政とし

ても全く同じ考えで、今の交付税の年間総

額が確か１６兆円強だったと思いますけれ

ども、社会情勢、経済情勢が人口減少対策

ということで厳しい状況にありますので、

地方に対する交付税総額がふえるというこ

とはなかなか難しいだろうと思っておりま

す。 

ただ一方で、今回、地方公共団体で行政

運営をする上で、今回の制度に当たっては

当然必要な経費になりますので、しっかり

と交付税措置を強く訴えていきたいという

ことになろうかと考えております。 

また、議員からのお尋ねがありました。 

令和２年度予算の編成において、今回増

額となる部分については、例えば、職員給

与費、今までは正職員については１２款の

中に一括で載っておりましたが、その中に

会計年度任用職員の給与費についても一括

で載りますので、正職員と会計年度で全体

で幾らというのがまず見えるようになりま

す。 

ですから、今後においては、なかなか今

までは臨時職員の賃金等については、各款

項目に分かれておりましたので、わかりづ

らい部分もあったかと思いますけれども、

今後についてはわかりやすくなるのが１点

と、前年と比較したときにわかりづらくな

る部分もありますので、そこについてはし
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っかり議会の皆様にも御理解いただけるよ

うに、参考資料等で工夫をしていきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） ３月のときにし

っかりと説明よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ３点目の広く

町民説明会を開く考えはないかというお尋

ねかと思います。 

今回の会計年度任用職員制度の導入につ

きましては、行政の運営体制にかかわる変

更だと受けとめてございます。 

直接的に町民の皆さんの生活に影響を及

ぼすという事案にはならないかと考えます

ので、改めて町民説明会を開くという考え

は現在は持ち合わせてございません。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 広く考えればと

なりますけれど、三百何人の方、町民の方

がこれだけ影響を受けるのです。 

我々議会も何日もいろんな意見を聞いて

います。我々議員も影響を受ける臨時職

員、パート職員もあわせて約４００人ぐら

いが、このことについて頭の中を巡ってい

ます。 

今、インターネットで見たり、議会のこ

とで、これだけ今後美幌町の職員に対する

体制が変わるということを知っているか知

らないかというのは大きな差が出てきます

ので、私は、どこかの場所でしっかりと町

民の方にも、役場職員の働きの中でこれだ

け専門のパート、臨職の方もいるというこ

との説明も同時にできるのかなと。 

そうであれば、きちんとした説明会をや

るべきだと思うので、町長どうなのです

か。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 部長から管理運営

体制ということで、制度設計を含めては町

民の方々の意見をということは求めていな

いという話で、私もそう考えております。 

ただ、今回全体で約９,８００万円上がる

ということについては、どういう形かわか

りませんけれども、住民説明会とイコール

ではないですけれども、こういう理由で上

がるということを伝える必要があると思っ

ています。 

逆にそのことは町民の方々に理解してい

ただく部分、今までの雇用の中で、人件費

という意味と、臨時職員は物件費で組んで

いた中で、行政サービスがどれだけお金が

かかることかも理解してもらうことにおい

て大事なことかと思っています。 

ですから、全てが上がるから住民にとっ

て不利ではなくて、本来こういう形でやっ

てきたことをしっかり見ていただいた中

で、私どもも努力すること、それから町民

の方もそのことを受けとめて、町民の方も

協力していただくことをやる必要があると

思うので、そういう意味では、きちんと伝

えることをしっかりやりたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 今回の改定の形

で町民の方からも、いい改定だという方も

いるのです。しっかりと働いている人の給

料を上げるべきだと。その方々も、どこか

で行政の説明を受けたらいいという人もい

ましたので、ぜひまたしっかりと検討して

ください。 

よろしくお願いします。終わります。 

○議長（大原 昇君） ８番古舘繁夫さ

ん。 

○８番（古舘繁夫君） それぞれの議員か

らの質疑、そして、理事者側からの御答弁

で、なるほどなと理解はしているところで

ありますが、今回の条例の制定は、国並び

に総務省から話があってという説明があり

ました。 
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参考資料の９ページ、今回の制定の目的

の中の１行目に公務の能率的かつ適正な運

営という言葉があります。 

今お話を伺えば、推計でありますけれど

も９,８００万円程度の金額がふえるだろ

う。そして、仕事がフルタイムだった方

が、パートになるという方がいらっしゃる

とか、それから、説明では十数人の方が年

収で下がるという方がいらっしゃるという

こともお話がありました。 

そんな中で、今私が申したこの制定の趣

旨に書いてある公務の能率的かつ適正な運

営、給料が下がる人がこういうことになる

でしょうか。それから、今までこの非能率

的なことがあったのでしょうか。 

先ほど来、部長からは丁寧な説明という

お話がありました。それから、職場の長か

ら該当の方々に丁寧にお話をし、理解を得

たという返事をもらっていますと説明があ

りました。 

部署によってはきっと部長がお話しする

のもあるでしょうし、課長が説明するのも

あるでしょう。こうやって行政としての仕

事が大変幅広くなってきています。 

今話がありましたように、同じことを繰

り返しますけれども、効率的、能率的に仕

事を進めていく中で、総額で９,８００万円

ほど推計で上がると考えられていて、個々

人として美幌町にいらっしゃる臨職の方々

はそういう心根の方はいらっしゃらないと

強く思うのでありますけれども、どうも合

点がいかないと思う方もいらっしゃるので

はないかと。 

どんなケアをこれからしていくのかと

か、今まで議員の皆さんからも長い目でし

っかりフォローしていかなければならない

という質疑や御答弁がありましたけれど

も、今お考えがあるのであれば、もうちょ

っと具体的にこういうことでしっかりケア

をしていきたいとか、大きなルールとして

こういう制度はなくしていくとか、もしお

考えがあれば、部長で結構ですからぜひお

話を伺いたい。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、公務の適正と

いうことを強調しておっしゃられましたけ

れども、先ほども触れた部分もあるのです

けれども、今回の中でいけば、役場職員に

おいて正職員と臨時職員がいて、臨時職員

を臨時という中において継続して雇用する

ことに対しては非常に不満というよりも、

私は疑念を抱いております。 

本来この体制は、どこかで変えなければ

いけないというのはずっと思っていたもの

であります。 

例えば、町が必要とする専門の方を正規

で採用しないで、臨時で採用して、今まで

の給料が安いから一遍に差があるから３万

円上げてとか、そういう話をしたら事例が

ないという話をされて、でも本質は必要で

あれば、人を呼ぶということであれば、事

例とかそういう問題ではないということを

思っています。 

今回はそういうことも含めて、国の中

で、人件費とは別に、物件費の中でそうい

う人を混ぜて採用していたことはおかしい

というのは、当然町も感じている中におい

て、きちんと制度化しましょうと言われた

ことで、私はそのことを非常にうれしく思

います。 

ただ残念ながら、先ほど上杉議員とか、

北海道においてどうなのかとか、そういう

ものはたくさんあるのですけれども、まず

は一つのルール化をして、ルールの中に一

度当てはめて、松浦議員の質問の中にもあ

ったのですけれども、本来の正職員と臨時

は何がと言った場合、多分これからその差

がなくなってきたときに、多分なくなると

私は思っているのです。そうなったとき

に、行政としてどれだけの人を確保すべき

かということを町民の方に伝えていって、

これからの行政サービスでこれだけのお金

がかかるということをわかることは、ある

意味では、申しわけない部分もあるのだけ
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れども、よかったと思っています。 

その中で、今までかかわった人を全て救

えないことも理解していただきたいと思う

のです。 

それはなぜかというと、今までの雇用の

条件が、常に１０年前と同じ形でくるので

あれば、私は全員救ってくれという話はす

るのですけれども、そうでない場合に、何

で後から入ったときに差がついていて、上

げることが難しい方もいらっしゃると私は

思っていた中において、本当に申しわけな

いのですけれど、１６名の方については制

度まで上げるということは、こっちの人た

ちも上げなければいけないので、そうなる

と皆さんが、同じにしてあげてという話に

なれば、根本的に臨時職員という部分の概

念を何年か時間をいただいて組み立てを変

えていかないと無理だということで、元に

戻りますけれど、とりあえずルール化に沿

って、その中で皆さんが不満のない職場環

境の賃金づけをすると、基本的に担当から

言われたのは、年収を確保する努力をして

みたいと、それであればいいという部分

で、その中でどうしてもそのときの雇用条

件について飛び出ている人は何人かいて、

その方々までは救えなかったというのは事

実であります。 

ですから、今回そういう人たちについて

どうフォローするかという話なのですけれ

ど、おかれている人の年齢とか、ですか

ら、私もその中でチェックの時に話したの

は、もし、子育て世代の人たちがたくさん

いて、２００万円ぐらいから３０万円も落

ちると言ったら、それは何か考えなければ

いけないけれど、今の制度では難しいとい

う話の中でいけば、実態を１個ずつ見せて

もらって、何とかそれは理解いただけない

かというのが私の気持ちです。 

そうしないと、今、処遇の部分でいけ

ば、本当によくなったと思うし、退職手当

組合にも入って、生涯賃金という言い方が

いいか悪いかわかりませんけれど、年収を

ある程度保障した中で、今後までは出なか

ったものを、今まで共済に入っている人は

出るから変わらないと言われればそうだけ

れど、ほとんどの方がこれから退職金をも

らえる形になることに対しては、私は本当

に喜んでいただけると思っています。だか

ら、それをわかっていただきたい。それは

わからないと言われればそれも一つの判断

ですけれど、お願いとしては、今回この制

度の中で、まずはしっかりやらせてもらっ

て、いろいろ不備な部分は、今後私の立場

でしっかりやれることをやりたいので、御

理解いただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番古舘繁夫さ

ん。 

○８番（古舘繁夫君） 部長、さっき私が

言ったのは、それぞれの職場の長が該当の

職員にどういうふうに説明して、聞けば皆

さん理解してくれたとおっしゃったけれど

も、その辺の具体的なことがあったらお話

ししてくれと言ったのです。 

働き方改革等々で、同一労働、同一賃金

などというような、マスコミ、いろんな話

がある中で、こういうことになったのだと

思うのですけれども、押しなべて、美幌町

全庁で見ると、役場にいらっしゃる臨時職

員の皆さんは、恵まれている環境の中でお

仕事をしている。それはいろんな部分で、

労働条件や職場やいろんなことを含めてで

すと言われています。 

先ほど私が言いましたこと、総務省から

の指示並びに法律改正もあって、こういう

ふうに取り組むという中で、先ほどと同じ

ことしか言えませんけれども、公務の能率

的かつ適正ということが危惧される。今ま

で危惧されていなかったと私は思っていま

す。 

このルールの制定をするのにそういうこ

とが書かれているので、年収が下がるとい

う人が、そういうことって本当に大丈夫か

ということで、副町長または部長、今定例

会で副町長から若干の御発言をいただい
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て、説明をいただいて、時間もありますの

で質疑を終わりますが、御期待申し上げま

す。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） 原課の説明につ

いては、後ほど担当から答弁させていただ

きますけれども、公務の能率的かつ適正運

営を推進するためということでございます

が、今までは、臨時的任用というのは、説

明したように、本来緊急の場合等において

任用すべきものを、多様化する行政事務の

増大に伴いまして、いいように解釈して臨

時的任用という部分が増大してきたという

部分につきまして、各市町村ごとに運用の

取り扱いが異なっておりましたので、今回

は、それが国によって統一的な見解が示さ

れて、任用の制度、一定の制度が示された

というところでございますし、行政につき

ましては、安定的な行政サービスを維持、

継続することが本来の責務でございますの

で、その責任のもと、どのように運用する

かという部分につきましては、いろんな手

法があると思いますが、直営でやる部分が

ありますし、業務委託とか、民間にお任せ

する部分だとか、指定管理者制度によって

という部分といろいろありますので、それ

ぞれ特性を生かしながら有効にまた活用し

ていきたいと考えております。 

運営に必要な人員につきましては、新し

いこの制度もできますけれども、職員もあ

りますし、再任用制度もありますし、いろ

んな人員確保に努めて、業務を運営してい

きたいと考えておりますので、今回の制度

につきましては、そういうことで御理解を

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 各所属での説

明です。 

１２月３日以降から昨日まで、各職場に

おいて対象者の皆さんに制度の概要につい

てお話をした中で、理解を求めてきている

ところでございます。 

各所属長からは制度的な理解は得られて

いるという報告をいただいておりますし、

個別に何か問題が生じているという報告は

来てございません。 

今回、任用条件等を変更するということ

になります。給料の月額あるいは年収総額

も変更になる職員もいるわけでありますけ

れども、やはり各職場で働く皆さんが、不

安や不満を抱えた中で、日々の仕事に向き

合うということがあってはならないと思い

ます。 

そういった事態は、サービスの低下ある

いは場合によっては事故につながるおそれ

もあろうかと考えますので、しっかりと任

用あるいは処遇面で変更になる部分を説明

をした中で、理解をいただいて納得をされ

た中で行政サービスを担っていただくとい

うことが当然求められるわけでございます

ので、今後においてもしっかりと説明責任

を果たして、そして行政運営に支障を来す

ことがないように体制を整えていきたいと

思いますので、御理解をいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は、１３時１５分といたします。 

午前１１時５７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

ほかに質疑はありませんか。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 今回、会計年度任

用職員制度の説明を最初にいただいたとき

に、私が１番懸念した、心配したのは、こ

れによって収入が下がる方がどれほどいる

のか、そしてどういうふうに下がるのかと

いうのを１番心配しております。 

今も、そこだけが１番心に引っかかって

いるところです。説明の中で、今回年額が

下がる方が１６人いる。そして、現在のフ
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ルタイムからパートタイムに任用の形態が

変わる人が１４名いるということで説明を

受けていますが、具体的にどうして所得と

いうか、年収の部分が下がるのかをもう一

度具体的に説明いただけたらと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

まず、１点目の１６名の年間の収入が下

がる方については、まずは扶養手当の支給

がこれまでは美幌町においては支給をして

きたわけでありますけれども、新しい制度

においては扶養手当の支給が認められない

ということが１点であります。 

また、手当類で考えますと、午前中も若

干触れておりましたけれども、寒冷地手当

についても支給がなくなるということにな

りますので、例えば、下がる職員の皆さん

は、お子さんであるとか、扶養親族を養っ

ていた方がいらっしゃいますので、そうし

た方については年間の総支給額で考えた場

合に減額になる事案があるということがご

ざいます。 

それから、従前、現在になりますけれど

も、比較的賃金の月額が高かった皆さんに

つきまして、新しい制度に移行した際に高

い月額を給料ベースでは補償をするわけで

ありますけれども、一方で特別手当、これ

までの３.８５月分、いわゆる期末手当、ボ

ーナスが出ていたわけでありますけれど

も、こちらが新しい制度になると２.６カ月

分ということで、１.２５月分下がりますの

で、比較的給料が高かった方については、

特別手当、期末手当の支給割合が下がるこ

とによって、年間の総支給額については下

がってしまうケースがあるということがあ

り得ます。そうした方々が都合１６名とい

うことになってございます。 

それからもう１点、１４名の皆さん、任

用形態を変更いたしまして、従来事務補助

の皆さんについてはフルタイムでありまし

たけれども、今回は７時間のパートという

ことになりますので、実労働時間が１日当

たり４５分短くなるということになりま

す。 

時給単価で置き換えれば高くはなるので

すけれども、ただの総労働時間が１週当た

り３８時間４５分から下がりますので、ど

うしても年間の総収入で置きかえますと、

実労働時間が減った分、時給は上がってい

るのですけれども、トータルでは年収が下

がってしまうという方が１４名ということ

になってございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 理由はわかりまし

た。 

実は、私も行政側から説明をいただいた

後に、実際に所得が下がってしまう方から

相談を受けました。 

その中で、制度としては理解していると

いうことでしたが、どうして具体的に所得

が下がるかという理由までは、多分そこま

で落とし込めていないのではないかと思い

ました。 

会計年度任用職員制度というのは、今ま

で非常勤の部分がきちんとした確立がされ

ていなかったので、遅かれ早かれこのよう

な形になるのではないかと思っていました

ので、このように給料が下がってしまう方

が出てしまうことも、簡単には言えません

が、いたし方ない部分というのも私は重々

承知はしておりますが、やはり、下がる方

からすると、私たちのこのような言葉も、

人ごとというか、そういうふうに感じてし

まうのも仕方ないところかと思いますの

で、先ほど、担当の課長からお話ししてい

るとお話もありましたが、しっかり減額の

理由というのも、もっと懇切丁寧に御説明

いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ただいまの木
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村議員からの御指摘は本当にそのとおりだ

と思います。 

不安に思っている方、なかなか口には出

せませんけれども、不満をお持ちの方もい

らっしゃると思います。 

人事を管理する担当部署といたしまし

て、しっかりと丁寧な説明をこれから尽く

していきたいと思いますし、午前中も若干

申し上げましたけれど、私たち職員と同様

に、同じ行政サービスを担っていただいて

いる皆さんですので、しっかりと御理解を

いただいた上で、同じ職場で働いていく仲

間でありますので、そういった環境を整え

てまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 質問というか、確

認したいことが１点です。 

その前に、大変苦労されていると思いま

した。 

町としてできることと、町としては対応

できないという部分が、今回のものに歴然

としてあって、そもそも事務処理は、総務

省が定めた事務処理のマニュアルに沿って

やられているので、その中には扶養手当と

か、寒冷地手当はつけることができない。 

美幌町では、これまで職員の生活の実態

なども含めて、しっかり把握した上で手当

していたものを残せないとなれば、削らざ

るを得ないということだと思うのです。 

私は逆に、そういう状況になっている結

果、１６名の方々に残念ながら今までの賃

金水準は維持できなかったということを、

議会も含めてきちんと説明したほうがいい

のだと思うのです。 

そうであればしようがないとなるので、

手当ができるにもかかわらず、手当をして

いないわけではないということを、議会側

としても何回か口頭では説明を受けていた

のですけれど、今回追加のデータを見せて

いただいて、なるほどということはよくわ

かるので、それは当事者も含めて説明はし

っかりされたらいいのではないかと思いま

す。 

それと、臨時非常勤職員のこれまでも待

遇について、これからもその待遇について

は、町民的な議論が当然起こります。 

そのときに、実は大きな流れとして正職

員の定数を削らなければならないというこ

とで、職員定数の削減合戦が全国的に起き

て、その結果、公務の中心的な担い手が臨

時非常勤が多大に担うと。 

先ほど確認しましたが、美幌町も正職員

の定数は、病院含めて２８９名、４月１日

の状況ですが、一方で、臨時非常勤は３６

４名です。逆転しているのです。 

同一労働、同一賃金と言っても、担う正

職員の数がどんどん減って、臨時非常勤に

置きかわっているという中で、臨時だ、非

常勤だ、安くて当たり前だと感じておられ

る町民がこれからも出て来るのだと思うの

で、そこのところは、全国的に正職員が臨

時非常勤に置きかわってきていると、そう

いう流れの中で、今、臨時非常勤の退職金

なども含めて、二分の安定のための取り組

みが不十分ではありますけれど、行おうと

しているという流れも説明されたらいいの

ではないかと思います。 

質問は、いただいた資料の中で、退職手

当がつくということですから、１年単位の

雇用ではありますけれど、一日の空白もつ

くらないで、また来年任用されるというこ

とを前提とした制度、どう考えてもそうな

のです。 

それで、従来は１日とか、１週間とか半

月程度の空白期間を設けて、退職手当に影

響というより、当たらないようにしていた

のだけれど、これからは多分再任用に当た

っては空白はないと事実的に退職手当は有

効に活用するようになっているということ

で、会計年度任用職員の勤務条件の更新あ

るいは再度の更新という部分で可能である

という説明ですよね。 
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特別な事情がない場合、従来通り任用さ

れる。これは再確認しておかないといけな

いと思っているのです。 

しかし、総務省のマニュアルは決してそ

うではないです。１年限りですということ

がうたわれているので、そこは美幌町の場

合は再任用をしないと行政が継続しない、

担っている中心メンバーが来年はいない。

組合を作っていないから、ストライキをや

ると誰も採用に応じないという場面になれ

ば別ですけれど、そうでない限りは、実情

からいって再任用をせざるを得ないという

状況にあると思うのですが、その部分につ

いてのみ、確認を含めて質問をいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ただいまの御

質問でございます。 

今回の会計年度任用職員につきまして

は、その名のとおり、会計年度にかかわっ

て任用できる職員ということであります。 

行政においては、地方財政法において会

計年度については４月１日に始まって、翌

年３月３１日で終えるとなってございます

ので、今回任用される会計年度任用職員の

皆さんも、最大で１年間の任用という契約

になります。 

ただ一方で、再度の任用という定義がご

ざいます。 

再度の任用につきましては、同一のもの

が新たに設置された職に改めて任用される

ことという定義づけになっております。 

わかりづらい表現ですけれども、今働い

ている方が新年度に全く同じ職場で働く場

合であっても、あくまでも再度の任用であ

る。ただ、実態としては１日の空白も生じ

ませんので、勤務としては継続がされてい

るということになってございます。 

したがいまして、退職手当の加入要件を

満たしておりますので、再度の任用期間も

含めて、どこかの時点で退職された際に

は、退職手当が支給されるということにな

りますので、どうか御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第８１号美幌町会計年度

任用職員の給与等に関する条例の制定につ

いて及び議案第８２号美幌町会計年度任用

職員制度の施行等に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定についてを一括して採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第８３号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

８３号美幌町災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定についてを

議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の２１

ページをお開き願います。 

議案第８３号美幌町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて御説明申し上げます。 

美幌町災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例を次のように制定し

ようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の２１ページ

をお開きください。 

資料５、議案第８３号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でありますが、災害弔慰金の
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支給等に関する法律の一部改正に伴い、災

害援護資金の償還金の支払い猶予及び償還

免除に係る要件等が拡大されたことから、

本町においても所要の改正を行うものであ

ります。 

改正内容につきましては、償還等の規

定、第１５条において、償還金の支払い猶

予、償還免除、報告等、一時償還及び違約

金の規定を法及び政令の規定とするための

改正であり、１点目といたしましては、償

還金を支払うことが困難である場合は支払

い猶予が可能であることを明確化するもの

でございます。 

２点目といたしましては、破産の場合２

０年の経過を待たず免除するものでござい

ます。 

３点目といたしましては、免除等のため

市町村に資産、収入を調査する権限を付与

するものでございます。 

新旧対照表は２２ページでございます。 

根拠法令等は、災害弔慰金の支給等に関

する法律、災害弔慰金の支給等に関する法

律施行令で、施行日は公布の日でありま

す。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 改正の目的はわ

かりました。 

過去に、美幌町民で災害援助資金を借り

入れている実績人数等があればお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（影山俊幸君） ただいまの御

質問でございますけれども、過去、平成４

年９月１１日の台風１７号によります豪雨

によりまして、網走川、美幌川などが増水

した災害がございました。これにより家屋

の半壊が１棟ございまして、限度額の貸し

付けをしたのが実績としてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第８３号美幌町災害弔慰

金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第８４号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

８４号平成３１年度美幌町一般会計補正予

算（第７号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２３

ページになります。 

議案第８４号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）について御説明を申

し上げます。 

平成３１年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億３,４３３万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１１０億５,３０１万１,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

第２条、債務負担行為の補正は、第２表

債務負担行為補正で、第３条、地方債の補

正は、第３表地方債補正でそれぞれ御説明

いたします。 

それでは、債務負担行為から御説明をい



 

－ 131 － 

たしますので、２８ページをお開きいただ

きたいと思います。 

第２表、債務負担行為補正。 

１段目の自動車借上料は、新たに採用を

予定しておりました地域おこし協力隊員の

活動用車両に係るリース車両１台分であり

ますが、選考試験の結果、適任者がなく採

用には至りませんでしたので、今回減額を

するものでございます。 

２段目のロータリー除雪車購入費は、北

海道市町村備荒資金組合から譲渡を受ける

ロータリー除雪車２台に係る購入代金及び

償還利率の確定に伴う補正になります。 

３段目の乗用草刈機購入費は、同じく備

考資金組合から譲渡を受ける公園維持管理

用の乗用草刈機１台に係る補正になりま

す。 

次に２９ページ、第３表、地方債補正で

ございます。 

まず１段目の緊急防災・減災事業は、昨

年９月に発生いたしました胆振東部地震に

よる道内全域の停電、いわゆるブラックア

ウトを踏まえまして、停電対策として購入

をいたしました非常用発電機の額の確定に

伴い、限度額を１６０万円減額し、補正後

の予算額を２,６２０万円にするものであり

ます。 

２段目の町道整備事業につきましては、

道路改良、歩道整備、舗装補修などの工事

に係る事業費の確定に伴い、限度額を１,３

２０万円減額し、補正後の予算額を１億８,

４３０万円にするものであります。 

３段目の公共サイン整備事業は、公共施

設の案内、誘導看板の修正業務の完了に伴

いまして、限度額を６０万円減額し、補正

後の予算額を１１０万円にするものであり

ます。 

４段目の臨時財政対策債は、地方交付税

の不足分の一部を地方債に振りかえる制度

でありますが、本年度の借り入れ額の確定

に伴う変更になります。 

なお、今回補正後の地方債の総額につき

ましては、記載のとおり８億８,８９９万

５,０００円となります。 

次に、歳出について御説明をいたします

ので、４０ページ、４１ページをお開きい

ただきたいと思います。 

２款総務費、１項、１目一般管理費、総

務事務費の増であります。 

寄附金の１００万円につきましては、本

年１０月の台風第１９号災害に係る被災地

支援といたしまして、被災された１都１２

県の復興を支援するため、日本赤十字社を

通じまして義援金をお届けしようとするも

のであります。 

次に、４目財産管理費、庁舎改築等事業

費の増、積立金の１００万円であります

が、１０月１１日に新町在住の尾島弘康様

から新庁舎建設に伴う備品整備に役立てて

ほしいと１００万円の御寄附をいただいた

もので、役場庁舎改築基金へ積み立てるも

のであります。 

なお、参考資料の２３ページ、資料６に

各基金の年度末予定残高を掲載してござい

ますので、後ほど御参照いただければと思

います。 

次に、５目企画費、政策推進事業費の

増、３５３万１,０００円でありますが、こ

ちらの事業費につきましては大きく三つの

補正を行おうとするものであります。 

まず一つ目の補正でありますが、３行目

の事務事業協力報償３３９万円、その６行

下の手数料１１万４,０００円、その２行

下、ふるさと寄附金募集受付業務委託料６

６万５,０００円、その５行下、積立金３４

１万７,０００円につきましては、いずれも

ふるさと納税にかかわる増額の補正となり

ます。 

当初予算におきましては、ふるさと納税

を３,２００万円と見込んでおりましたが、

今年度の実績が４,０００万円となる見通し

でございますので、寄附者に対する返礼品

の発送に支障を来たさぬよう必要な経費に

ついて増額をするものであります。 
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次に、大きく二つ目といたしまして、中

ほどの広告料９２万４,０００円と、地域お

こし協力隊募集採用選考業務委託料１１６

万５,０００円の減でありますが、当初にお

きましては昨年度と同様に、地域おこし協

力隊員の募集業務を広告会社へ委託する予

定で進めておりましたが、これまでの募集

業務を通じて職員が一定のノウハウを習得

したこと、求人の広告回数をふやすことに

よって、より優秀な人材の確保を期待でき

ること、以上の理由から今回予算を組み替

えまして、直営によって協力隊員の募集事

務を進めようとするものであります。 

大きく３点目といたしまして、このペー

ジの社会保険料等、臨時職員賃金などの減

額でございますが、地域おこし協力隊員を

今年度新たに２名採用することで予算措置

をしていたところでございますが、選考試

験の結果１名のみの採用となりましたの

で、隊員１名にかかわる活動経費について

減額をするものであります。 

続きまして、議案書の４２、４３ページ

をお開き願います。 

７目交通安全費、交通安全対策推進事業

費の増、社会保険料等４,０００円につきま

しては、臨時職員に係る保険料率の改定に

伴う増額になります。 

なお、今回の補正予算におきましては、

保険料率の改定に伴いまして、社会保険料

等の増額を計上してございますので、以後

同様の理由による補正につきましては、説

明を省略させていただきます。 

その下の高齢者等運転免許自主返納報償

５０万円でありますが、当初予算におきま

して１２０名の申請を想定し、２４０万円

を予算計上しておりましたが、１１月末現

在で既に９８名から申請があったため、今

年度末の実績を１４５名と見込み、２５名

分５０万円について今回追加をしようとす

るものであります。 

次に、１１目諸費、防災対策事業費の

減、機械器具１６５万６,０００円の減です

が、昨年９月発生の胆振東部地震における

ブラックアウトを受けまして、停電対策と

して購入した非常用発電機などの執行残の

整理を行うものであります。 

次に、４項、２目参議院議員選挙費及

び、次のページ、４４ページ、４５ページ

の３目知事及び道議会議員選挙費並びに４

目町長及び町議会議員選挙費につきまして

は、それぞれ選挙事務に要した経費につい

て執行残の整理を行うものでございます。 

次に、３款民生費、１項、１目社会福祉

総務費、社会福祉推進事業費の減のうち、

積立金１１万４,０００円は、９月８日社会

福祉法人恵和福祉会主催のチャリティーゴ

ルフコンペ並びに懇親会の参加者御一同様

から、社会福祉のために役立ててほしいと

御寄附をいただいたもので、福祉基金に積

み立てるものでございます。 

３目高齢者福祉費、高齢者福祉施設運営

事業費の増、修繕料３万４,０００円でござ

いますが、消防用設備の点検において指摘

を受けました、老人憩の家の非常口誘導灯

１基を改修するための増額になります。 

続きまして、議案書の４６、４７ページ

になります。 

こちらの中段から下になります。 

２項、１目児童福祉総務費、児童福祉事

務費の増、子どものための教育・保育給付

費負担金３,５１０万７,０００円は、本年

１０月より３歳児から５歳児までを対象

に、国の保育料無償化制度が始まったこと

による給付費負担金の増額になります。 

その下の認可外保育所利用者補助金２１

３万９,０００円の減でありますが、国の保

育料無償化制度の開始に伴いまして、町が

独自に行っておりました認可外保育所の利

用者に対する補助金の対象園児が減少した

ことによる減額でございます。 

幼児ことばの教室運営事業費の増、臨時

職員賃金１４万１,０００円でありますが、

幼児ことばの教室の通所児童数の増加に伴

う時間外勤務手当の増加になります。 
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続いて、議案書の４８、４９ページにな

ります。 

中ほどになります。 

４款衛生費、１項、１目保健衛生総務

費、保健衛生推進事業費の減、救急告示公

的病院等運営費補助金３００万円の減は、

脳疾患傷病者の救急受け入れ体制が変更に

なり、補助対象となる病院が減少したこと

による減額でございます。 

２目予防費、健康づくり事業費の増、手

数料２万１,０００円でありますが、健康マ

イレージ事業等で活用するために保管して

おりました旧ごみ袋２,０７８枚につきまし

て、今回１０月の手数料改定により、来年

１月以降は使用できなくなることから、新

ごみ袋に差額交換するための手数料を増額

するものでございます。 

続いて、議案書の５０ページ、５１ペー

ジになります。 

６款農林水産業費、１項、４目農業振興

費、新規就農者等支援事業費の減、農業次

世代人材投資資金１５０万円の減は、新た

に就農された方の経営が安定するまでの

間、国が最長５年間にわたって補助する制

度がございますが、経営２年目となる対象

者１名につきまして、所得要件を超えたこ

とにより補助対象外となったことによる減

額でございます。 

その下、農業振興施設等整備事業、産地

パワーアップ事業補助金１億２,２３１万

３,０００円は、経営面積の増大や労働力不

足などの課題を解決するため、ＩＣＴ技術

の導入に向けまして国に補助要望を行って

まいりましたが、１１月２９日付で北海道

の内示を受けましたので、今回補助金につ

いて予算計上するものでございます。 

導入する機械でありますが、ＧＰＳ自動

操舵ガイダンスシステム６３台、可変施肥

車速連動対応施肥機、これは肥料を圃場に

散布する機械でありますが、一般的にブロ

キャスと言われている機械を２４台、それ

と、農薬散布用のドローン２台でありま

す。 

取り組みの主体は農業者１３０戸のほ

か、ＪＡ、普及センター、町で組織する美

幌町農業ＩＣＴ推進協議会となります。 

なお、本事業につきましては２カ年事業

を予定してございまして、令和２年度にお

いてもＩＣＴ機器の導入を予定していると

ころでございます。 

５目畜産業費、牧野管理運営事業費の

増、美幌峠牧場電気保安業務委託料２万７,

０００円は、停電時の対応として非常用発

電機を増設するため、電気保安業務の契約

を変更するための経費を増額するものでご

ざいます。 

続きまして、議案書の５２ページ、５３

ページになります。 

８款、２項、２目道路橋梁維持費、道路

橋梁維持管理事業費の増、光熱水費１００

万円の増は、街路灯の電気料につきまして

年度末における実績を見込んだ結果、不足

額が生じる見通しとなりましたので、今回

１００万円の増額を行おうとするものであ

ります。 

街路灯につきましては、平成３１年、本

年１月にＬＥＤ化の改修を終えております

が、当初予算においてはＬＥＤ化後の実績

がない中、これまで約５,０００万円で推移

していた電気料について、削減の効果率を

７５％と見込み、１,２６４万１,０００円

を予算計上しておりましたが、ＬＥＤ化後

の削減効果率が７３％程度になったことか

ら、今回１００万円を増額するものでござ

います。 

続いて、道路橋梁補修事業費の減、道路

照明・標識調査業務委託料８００万円の減

でありますが、国庫補助事業の未採択に伴

いまして、事業の実施を先送りしたことに

よる減額となります。 

続いて、議案書の５４ページ、５５ペー

ジになります。 

下段になります。 

１０款教育費、１項、３目教育振興費、
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教育振興事業費の減、美幌高等学校農業科

間口対策補助金７０万円の減は、町外から

農業科へ入学する生徒、保護者に対する補

助金として予算計上しておりましたが、対

象者数が当初予算を下回ったことによる減

額になります。 

続いて、議案書の５６、５７ページにな

ります。 

２目教育振興費、小学校教材整備事業費

の減のうち、機械器具２８万２,０００円

は、来春に美幌小学校へ入学予定の難聴児

童の学習環境を整備するため、ＦＭ型ワイ

ヤレス送受信機、送信機、補助マイクなど

の補聴援助システムを導入するための経費

を追加するものであります。 

３項、１目学校管理費、中学校管理事業

費の増、修繕料５８万円は、美幌中学校の

体育館の暖房設備、ファンヒーターに不具

合が生じているため、修繕料を今回予算措

置いたしまして、冬季休業期間中に不具合

を解消しようとするものであります。 

２目教育振興費、中学校教材整備事業費

の増、機械器具２８万２,０００円は、来

春、北中学校へ入学予定の聴覚障害生徒の

学習環境を整えるため補聴援助システムを

導入するための経費になります。 

その下の教育備品３１万３,０００円は、

１０月２０日に松緑神道大和山美幌支部様

から、子供たちの教育のために役立ててほ

しいと３０万円の御寄附をいただいたた

め、この御寄附を活用して北中学校の楽器

を購入しようとするものであります。 

４項、２目社会教育振興費、芸術文化振

興事業費の減のうち、積立金２万６,０００

円は、１０月２５日北海道コカコーラボト

リング株式会社様から、びほーるギャラリ

ーに設置しております自動販売機の売上金

の一部を文化振興のために役立ててほしい

と２万５,２２７円の御寄附があったもの

で、芸術文化振興基金に積み立てるもので

あります。 

３目社会教育施設費、町民会館等管理運

営事業費の増、光熱水費３７３万円の増

は、町民会館の電気料につきまして、当初

予算では平成３０年９月のオープンから予

算編成までの実績に基づく概算での予算計

上となっておりましたが、今年度末までの

電気料を試算した結果、不足額が生じる見

通しとなりましたので、その所要額につい

て増額をするものでございます。 

続いて、議案書の５８、５９ページにな

ります。 

５項、１目保健体育総務費、スポーツ推

進事業費の減のうち、寄附金１０万円につ

きましては、本年１０月の台風第１９号災

害に係る被災地支援といたしまして、Ｂ＆

Ｇ財団などの要請に基づき、被災された海

洋センター所在市町村の復旧支援活動を支

援するべく、義援金をお届けするものでご

ざいます。 

３目学校給食センター費、学校給食運営

事業費の増、賄材料費９万３,０００円は、

美幌高校で生産された小麦を使用して商品

化をされました美高ラーメンを３００食、

美幌高校生に提供するための経費を追加す

るもので、ふるさと教育の一環として食育

の推進を図ろうとする取り組みでございま

す。 

１１款公債費につきましては、平成３０

年度借入分の元利償還金の確定と平成２０

年度借入分の利率見直しにより償還金の額

が変更になったことによる減額でございま

す。 

１２款職員給与費につきましては、今回

の補正に伴い変更となる財源内訳について

整理をするものでございます。 

次に、歳入について御説明をいたします

ので、議案書の３４ページ、３５ページに

お戻りいただきたいと思います。 

１１款地方交付税でございます。 

こちらにつきましては普通交付税の額の

確定に伴う増額になります。 

１３款、２項、１目民生費負担金、保育

料負担金の減は、本年１０月からの保育料
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無償化に伴い、美幌保育園及び東陽保育園

に通園する３歳児から５歳児の保護者負担

分の減額になります。 

その下、児童発達支援給付費負担金の減

につきましては、給付費の単価の確定に伴

う国保連合会からの負担金、児童発達支援

利用者負担金の減は、保育料無償化に伴う

保護者負担金などをそれぞれ減額するもの

であります。 

１４款、１項、２目民生使用料、へき地

保育所利用料の減は、保育料の無償化措置

に伴いまして、上美幌、田中、福住の各保

育所に通所する３歳児から５歳児の保護者

負担分の減額でございます。 

１６款、２項、４目農林水産業費道補助

金、次のページ、３７ページの１番上にな

りますが、産地パワーアップ事業補助金１

億２,２３１万３,０００円につきまして

は、歳出で御説明をいたしましたＩＣＴ技

術を導入した農業機械購入に係る補助金を

交付するための予算措置でございます。 

１７款、２項、２目物品売払収入、不用

物品売払代の増は、役場庁舎改築に伴い、

公用車車庫を撤去した際に発生をいたしま

した再利用可能な鋼材等約５トンを一般競

争入札により売却した売り払い代となりま

す。 

１８款、１項、１目一般寄附金、一般寄

附金の増は、１０月１１日新町在住の尾島

弘康様から新庁舎建設に伴う備品整備に役

立ててほしいと１００万円の御寄附を、そ

の下、ふるさと寄附金の増８００万円は、

今年度ふるさと納税の寄附件数の増加に伴

いまして、当初３,２００万円を見込んでご

ざいましたが、年度末の実績を４,０００万

円と見込み、今回８００万円を増額するも

のであります。 

２目民生費寄附金、社会福祉費寄附金の

増につきましては、９月８日社会福祉法人

恵和福祉会主催のチャリティーゴルフコン

ペ並びに懇親会の参加者御一同様から、社

会福祉のために役立ててほしいと１１万４,

０００円の御寄附を、また、４目教育費寄

附金、学校教育費寄附金の増は、１０月２

０日松緑神道大和山美幌支部様から子供た

ちの教育のために役立ててほしいと３０万

円の御寄附を、社会教育費寄附金の増、こ

ちらにつきましては、１０月２５日北海道

コカコーラボトリング株式会社様から、び

ほーるギャラリーに設置しております自動

販売機の売上金の一部を文化振興のために

役立ててほしいと２万５,２２７円の御寄附

をそれぞれいただいたものでございます。 

１９款繰入金、１目財政調整基金繰入金

９,９７０万円の減でありますが、今回の補

正予算に係る財源調整といたしまして、財

政調整基金繰入金の繰り戻しを行うもので

ございます。 

２０款繰越金、前年度繰越金の増、２,９

２４万３,０００円は、平成３０年度の繰越

金を充てるもので、今回の補正により繰越

金の全額を使用するものでございます。 

議案書の３８、３９ページになります。 

２１款、５項、５目雑入、２行目の退職

手当事前納付金清算分の減、７１７万８,０

００円の減でありますが、退職手当に係る

事業主負担の平準化を図るため、退職予定

者数に応じまして事前納付金を納付し、３

年ごとに精算をしてございますが、平成３

０年度の退職者数に変更が生じたことから

当初予算に計上していた清算分が今回減額

になるものでございます。 

２２款町債につきましては、第２表の地

方債補正において御説明を申し上げたとお

りでございます。 

以上、一般会計補正予算（第７号）につ

きまして御説明をさせていただきました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ５１ページの

畜産業費の中の牧野管理運営事業の関係で

増額となっていますが、今説明を受けまし
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たけれど、もう少しわかりやすく説明をし

ていただきたいのが１点と、それから、５

７ページの町民会館等管理運営事業費の増

ですが、当初どの程度の見込みをして、３

７３万円の増額というのは結構大きな金額

だと思いますので、その内訳、当初の考え

方とどこがどういうふうに違ったのかお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 私のほうか

ら、美幌峠牧場電気保安業務委託料の増に

つきまして御説明をさせていただきたいと

思います。 

美幌峠牧場の電気保安業務につきまして

は、牧場使用者のワタミファーム様から、

電気保安業務に係る委託料を雑入として収

入で受けて、同額で町の予算の委託料から

支出しているものでございます。 

このたび、停電が発生いたしまして、非

常用発電機の電気設備について、保安業務

の機器の中に組み込まれていなかったこと

から、このたび、電気保安業務の委託費の

中に組み込まれることとなり、その額が今

年度につきましては２万７,０００円増額と

なるものでございます。 

なお、雑入についても同額の雑入を見て

おりまして、歳入歳出同額となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 町民会館電気

料の御質問にお答えを申し上げます。 

説明の中でもありましたが、町民会館に

つきましては昨年９月にオープンいたしま

して、１年間の電気代の見込みを概算で積

算をしていたところでございます。 

当初の予算といたしましては、夏場で月

平均９０万円を６カ月、５４０万円。暖房

時期につきましては、月平均２００万円の

６カ月、１,２００万円。合計いたしまして

１,７４０万円の予算を計上していたところ

でございます。 

今回、１０月分までの実績といたしまし

て、約１４８万円がオーバーしたこと、今

後の見込みといたしまして約２２５万円の

不足が見込まれたことによりまして、今回

増額補正としたものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 説明はわかり

ました。 

ただ、自然エネルギーを使って節減する

という施設です。それを計算した上で、今

回概算で出していたと思うのですけれど、

その見込み違いはどこに問題があったのか

と感じるものですから、そこのところがわ

かれば御説明をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育主幹。 

○社会教育主幹（露口哲也君） 今の御質

問でございますけれども、自然エネルギー

等の部分もございますが、昨年の予算時期

においての見積もりが過少の評価であった

ということでございますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、私の

ほうから、まず２９ページの地方債補正で

公共サイン整備事業の減額の説明がありま

した。これは何カ所のサインを整備された

のかということと、今年度事業でサインの

整備計画は終わって、来年度以降は必要が

ないのか。ことしで全部完了ということな

のかです。 

次に、４３ページ、高齢者等運転免許自

主返納報償の５０万円をふやす部分はわか

りました。 

９８人申請している申請者の年齢区分、

例えば７０歳未満が何人とか、８０歳未満

が何人、８０歳以上が何人ということで、

９８人の申請状況が年齢区分でわかればお

知らせください。 

次に、４７ページ、児童福祉総務費の負

担金と補助金でございますけれども、教
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育・保育給付費負担金は増ですので、対象

児が何人なのかということと、認可外保育

所のほうは当初より減って何人になったの

か人数をお知らせいただきたいと思いま

す。 

次に、５１ページでございます。 

先ほど、産地パワーアップ事業の概要説

明、どんな事業をやるかということについ

て説明を受けました。 

これ自体は２カ年で来年も計画されてい

るということでございますけれども、いわ

ゆる労働生産性を上げるという目的で補助

金、こういう設備を導入するということで

すので、具体的にはどのように計測をし

て、それにかかった労働時間が導入前と導

入後でどの程度変化があったのかというこ

とで調べるのですが、具体的にどんな方法

で把握をして、例えば１０％アップしない

場合は、補助の対象から外れるのか、もち

ろん機械を入れますから生産性が上がると

いうことが前提だと思いますが、その辺の

検証の方法等について、お知らせいただき

たいと思います。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 御質問の

公共サインの関係の実績ですけれども、修

正箇所数は全部で１８基、内訳につきまし

ては、補助用看板が４基の修正、あと、大

型青看板が１３基の修正、それと、標識盤

の取りかえが１基、合計１８カ所というこ

とで終わっております。 

当初このサインにつきましては、２カ年

で整備を行うということで、次年度の予定

につきましては、全部で２７基の予定を見

込んでいるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 今年

度の今までの自主返納者の年齢区分ですけ

れども、直近の資料でいきますと、先ほど

１１月末現在で９８人と申したのですけれ

ども、年齢別の資料が、申しわけありませ

んが１０月末現在となりますけれども、そ

れでよろしくお願いしたいと思います。 

６５歳未満が２名で、６５歳以上７０歳

未満が２名、７０歳以上７５歳未満が９

名、７５歳以上８０歳未満が１６名、８０

歳以上８５歳未満が３３名、８５歳以上が

１８名となっております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 続きまして、

４７ページ、児童福祉事務費の増、子ども

のための教育・保育給付費負担金３,５１０

万７，０００円、こちらの人数でございま

すが、内訳でいきますと、認定こども園藤

幼稚園、こちら１３３名、大谷幼稚園が１

０９名、ひまわり保育園２８名、預かり保

育の藤幼稚園分が５０名、さらに預かり保

育の大谷幼稚園分が５４名、合計で３７４

名でございます。 

そのほかに、一時預かりということで子

育て支援で延べ１２名が入っております。 

その下、認可外保育所利用者補助金２１

３万９,０００円の減でございますが、こち

らの内訳は３歳児１１名、４歳児１１名、

５歳児６名の合計２８名となっておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（佐々木斉君） 産地パワーア

ップ事業の補助内容についてでございま

す。 

今回、産地パワーアップ事業でＧＰＳの

受信機などを設置することによりまして、

作業の効率が１０％ほど改善というのか、

短縮、効率がみられるということで、産地

パワーアップの事業計画をつくりまして、

それが認められて補助を受けるものでござ

います。 

検証は、基準年がありまして、基準年が

令和２年だったかと思いますが、それから

２年後の実際の作業を比較しまして、労働
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時間の短縮が１０％図られただとか、生産

量が１０％の向上が見られるという具合の

基準を達成できたかということで、その計

画が達成されたかということで検証するも

のでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 何となくわかっ

たような、わからないような、今年度の補

助ですから機械を入れるのは、今年度入れ

るのですよね。 

そして、検証をするのは、令和２年度に

ＧＰＳ付の機械で実際に作業をして、どの

程度減ったかというのは何年度と比べるの

ですか。それと、どういうふうに検証し

て、例えば、それが１０％を割るような結

果になったときに問題が起きないのかとい

うことが心配だったものですから、その辺

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（佐々木斉君） すみません。 

説明が適切ではなくて申しわけございま

せん。 

平成３１年度、令和元年度を基準といた

しまして、この事業は令和２年度と令和３

年度の２カ年の事業で計画しております。 

その事業が完了した後、令和４年度の実

績を比較しまして、令和元年度と比べて労

働時間の短縮、作業効率の向上などが令和

元年度の計画で出した指数と比較しまし

て、１０％以上達成される見通しの計画と

いうことで、今回採択を受けたものでござ

います。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） わかりました。 

多分１０％以上の効率化は図られると思

いますけれども、万が一、検証した結果が

それを下回るということになったら、補助

金上、何か制約というか、ペナルティーみ

たいなことが、多分そういうことはないと

思いますけれど、きっと既に先行でやって

いるところは効率化できているかと思いま

すけれども、その辺は、万が一そういう事

例があった場合というのは、例えば補助金

を減額されるとか、返しなさいということ

が起き得るのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（佐々木斉君） ただいまの成

果目標の達成の状況でございますが、検証

した結果、成果目標が仮に達成されなかっ

た場合、産地パワーアップ事業は達成され

るまで次の補助が受けられないというのが

まず一つございます。 

それともう一つは、達成されなければ、

達成されない原因を分析いたしまして、そ

れを改善して、さらに次の年に達成される

かどうかもう一度検証するという具体的な

ことで見られることになります。 

現在のところ、それによって補助金を返

還するということはないのですが、達成さ

れない原因の追及というのは、道とか国か

ら求められまして、それに基づきまして、

今回の場合は導入した農家の検証をして、

課題を分析して達成に向けてもう１年取り

組むという形で検証が進むこととなってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 私は２点ほど教え

ていただきたいと思います。 

１点目は４７ページの子どものための教

育・保育給付費負担金、３,５１０万７,０

００円についてであります。 

担当から説明を受けておりますけれど

も、美幌町については先ほど説明がありま

した藤幼稚園、大谷幼稚園、ひまわり保育

園、子育て支援センターということであり

ます。今回、１０月１日から無償化になる

ということで新聞報道でもありましたけれ

ども、美幌町はないと思いますけれども、

便乗値上げがあったかお聞きしたいと思い

ます。 
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あった場合について、新聞等でしかわか

りませんけれども、それが国の補助対象に

なるかどうか、改めてわかれば教えていた

だきたいと思います。 

２点目は、５１ページの今質問がありま

した産地パワーアップ事業補助金の１億２,

２３１万３,０００円であります。内容につ

いてはわかりました。 

まず一つは、補助対象になっているとい

うことで、対象経費の補助率が幾らになる

か、多分２分の１の間接補助だと思います

けれども、そこが１点と、もう１点は、２

カ年事業の中でＧＰＳとか、ブロードキャ

ストとかドローンとかありますけれども、

来年度については、別な機械もあると思い

ますけれども、小麦生産者に対して、この

２カ年事業で機器を入れることによって農

家世帯数をカバーできるのか、あるいは、

小麦作付者に機械を入れるのですけれど

も、例えば今年度はどこの地区を考えてい

るのかというのがあれば教えていただきた

いと思います。 

この２点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの１

点目、４７ページの保育料無償化に伴う便

乗値上げは美幌町についてはどうなのかと

いうことでございますが、美幌町について

はございません。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（佐々木斉君） 産地パワーア

ップ事業の御質問でございます。 

補助率につきましては、対象経費の消費

税を抜く金額の２分の１となっておりま

す。 

それから、導入につきましては、まず、

生産者の方が発起人になりまして、ＩＣＴ

推進協議会を８月２６日に設置しました。

小麦の生産者の中からＩＣＴ推進協議会に

加入した方が１３０人おります。１３０人

の方が今回ＩＣＴ協議会ということで補助

申請を行いまして、ＧＰＳのシステムなど

を導入する方たちになります。 

２カ年で、ＧＰＳは１５３台入れます。

ブロードキャストにつきましては７０台導

入という予定になっているところでござい

ます。 

導入につきましては、町で全域の農家の

中から１３０人ということになっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） ４１ページの

庁舎改築等事業費の増で、１００万円の寄

附を受けたということですけれども、庁舎

の備品のための御寄附ということで、例え

ばこういうものと指定されてなされたのか

ということと、あと、備品を買った場合

に、前にも質疑したことがあるのですけれ

ど、何年もたってしまうと誰にどうやって

いただいたかがわからなくなってしまわな

いようなことを考えられているのかという

ことをまず１点。 

２点目といたしましては、ふるさと寄附

金です。 

昨年は３,２００万円、ことしは４,００

０万円ということですけれども、増額して

いる要因、こういうことをやったからふえ

たということがありましたらお知らせくだ

さい。 

その２点です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） まず１点目の

御質問でございます。 

今回、庁舎備品整備に役立てていただき

たいということで、１００万円の御厚志を

いただいてございます。 

こちらについては、何か特定の備品に充

ててほしいという御指定は伺ってございま

せん。広く役場庁舎建設にかかわって、さ

まざまな備品を整備することになりますの

で、そういった費用に広く充ててほしいと
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いう御厚志でございましたので、この１０

０万円何か特定の備品に充てるということ

では現在考えてございません。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 私はいろんな

ものを見て、裏をひっくり返して見たとき

に、例えば寄附者が書いてあったら、いた

だいたのだというのが、自然と年月を経過

するとわからなくなってしまうので、いた

だいたものには形というのでしょうか、そ

ういう残したり、それからセンスよく名前

を書いて後世に伝えるということが私は非

常に大切ではないかと思っているのです。 

ですから、御寄附をいただいた方に失礼

のないようにしていただきたいなと。これ

からきっとこういうことが多いと思うので

す。 

ただ、何となくというのではなくて、こ

ういうものにということが非常に大切では

ないかと考えていますので、その辺どうで

しょう。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議員の御指摘

はそうだと思います。 

御寄附をいただいて、何か形あるものを

というのももちろん大切なことだろうと思

いますし、形がなくても、今回の尾島様の

御厚志、思いをしっかり忘れないで、備品

全体で購入する際に充てさせていただいた

というのは、ものではなくても忘れること

のないようにしっかり対応していきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） ふるさと寄附

金の増額についてですけれども、今年度の

７月から、今までふるさと寄附金サイトを

１件として、チョイスというサイトを使っ

ていたのですけれども、７月からさとふる

というサイトも追加しまして、その実績と

しまして、８月分、９月分の伸び率、これ

が相当数伸びておりますので、そういった

要因の中で今回補正させていただくもので

ございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第８４号平成３１年度美

幌町一般会計補正予算（第７号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第８５号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

８５号平成３１年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の６３

ページをお開き願います。 

議案第８５号平成３１年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、一般被保険

者の療養費の増額に伴う補正でございま

す。 

平成３１年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２０１万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６

億２,２６９万３,０００円とする。 
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第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、７２、

７３ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費は、社会保

険料の率改正に伴い、社会保険料等１万８,

０００円を増額するものでございます。 

２款保険給付費は、支給実績の見込みに

より、１項療養諸費を２００万円増額する

ものでございます。 

３款国民健康保険事業費納付金、５款保

健事業費につきましては、財源調整でござ

います。 

次に、歳入を御説明いたしますので、７

０、７１ページをお開き願います。 

２、歳入。 

２款道支出金につきましては、保険給付

費の増に伴い、保険給付費等普通交付金を

２００万円増額するものでございます。 

４款繰入金につきましては、１項、１目

一般会計繰入金を事務費の増額等に伴い、

１万８,０００円増額し、２項基金繰入金に

ついては、繰越金の増に伴い、財源調整に

より２,３５９万８,０００円減額するもの

でございます。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料２３ページに添付させていた

だいておりますが、１億９,８６１万２,０

００円となります。 

５款繰越金につきましては、前年度繰越

金２,３５９万８,０００円の増額でござい

ます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８５号平成３１年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第８６号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

８６号平成３１年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の７７

ページをお開き願います。 

議案第８６号平成３１年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、後期高齢者

医療広域連合市町村事務費負担金の確定及

び市町村保険料等負担金の実績見込みに伴

う補正でございます。 

平成３１年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ６９７万７,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

５２５万８,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８６、

８７ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金につ

きましては、平成３０年度の事務費精算に

伴い、事務費負担金を１１２万６,０００円

減額し、保険基盤安定負担金の確定及び保



 

－ 142 － 

険料の実績見込みにより保険料等負担金を

８１０万３,０００円増額するものでござい

ます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、８４、８５ページをお開き願います。 

２、歳入。 

１款後期高齢者医療保険料につきまして

は、実績見込みにより特別徴収保険料を３

６２万４,０００円、普通徴収保険料を２８

８万９,０００円増額するものでございま

す。 

２款繰入金につきましては、広域連合市

町村事務費負担金の減に伴い、事務費繰入

金を１１２万６,０００円減額し、保険料の

軽減措置分の確定に伴う保険基盤安定繰入

金を１０６万９,０００円増額するものでご

ざいます。 

３款繰越金につきましては、前年度繰越

金の確定による補正でございます。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８６号平成３１年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第８７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第８７号平成３１年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第４号）についてを議題と

します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案書の８９

ページをお開き願います。 

議案第８７号平成３１年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第４号）について御

説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、介護サービ

ス給付費等の実績見込みに伴う補正でござ

います。 

平成３１年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,８５３万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１９億５,９７３万７,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、１０

０、１０１ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、３項、１目介護認定審査会

費につきましては、社会保険料の率改定に

伴い、２万１,０００円を増額するものでご

ざいます。 

その下、２款保険給付費、１項介護サー

ビス等諸費につきましては財源調整でござ

います。 

その下、２項介護予防サービス等諸費、

１目居宅介護予防サービス給付費につきま

しては、当初見込みより、短期入所、通所

リハビリ、福祉用具貸与、住宅改修等のサ

ービス利用者が増加しているため、７７６

万８,０００円を増額するものでございま

す。 

その下の３款地域支援事業費、１項介護

予防・日常生活支援総合事業費、１目介護

予防・生活支援サービス事業費につきまし

ては、サービス利用者の増加に伴い、１,０

６４万５,０００円を増額するものでござい
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ます。 

その下、２目一般介護予防事業費につき

ましては、財源調整でございます。 

１０２、１０３ページをお開き願いま

す。 

２項包括的支援事業費・任意事業費につ

きましては、おむつ利用者数の増に伴い、

消耗品費を増額するものでございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、９６、９７ページをお開き願います。 

２、歳入。 

１款保険料、１項、１目第１号被保険者

介護保険料１,２１９万３,０００円の減に

つきましては、介護保険法改正により、介

護保険料の低所得者に対する軽減対象範囲

の拡大に伴い減額となるものでございま

す。 

３款国庫支出金、１項国庫負担金につき

ましては、介護予防サービス費の増額に伴

う増でございます。 

その下、２項国庫補助金、１目調整交付

金５８万４,０００円につきましては、介護

予防サービス費の増額に伴う増でございま

す。 

その下、２目保険者機能強化推進交付金

につきましては、自立支援、重度化予防等

に関する取り組みを支援するための交付金

で交付額の確定に伴い、２１４万円を増額

するものでございます。 

その下、４款支払基金交付金及び５款道

支出金につきましては、介護予防サービス

費の増額に伴うそれぞれの負担割合に基づ

く増でございます。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

介護給付費繰入金は、介護給付事業の増に

伴い９７万１,０００円、２目地域支援事業

繰入金は、地域支援総合事業における介護

予防・生活支援サービス費の増に伴い８６

０万２,０００円、３目低所得者保険料軽減

繰入金は、介護保険法改正による低所得者

に対する軽減対象範囲の拡大に伴い１,２１

９万３,０００円、４目その他一般会計繰入

金は、事務費の増に伴い２万１,０００円を

それぞれ増額するものでございます。 

９８、９９ページをお開き願います。 

２項基金繰入金１５９万円の増につきま

しては、今回の補正財源を介護保険基金に

求めるものでございます。 

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料２３ページに添付させていた

だいておりますが、３,４００万４,０００

円となります。 

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８７号平成３１年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時５５分といたします。 

午後 ２時４０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第８８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第８８号平成３１年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 
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○建設水道部長（川原武志君） 議案１０

５ページをお開き願います。 

議案第８８号平成３１年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第２号）について

を御説明申し上げます。 

平成３１年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回の補正につきましては、補助対象事

業費及び起債対象事業費の減額、終末処理

場の維持管理等委託と委託料の減額及び平

成３０年度発行分の起債借入利率の確定に

伴う公債費の減額補正等を行おうとするも

のであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,６２５万２,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ９億８,２７６万８,０００円とするもの

であります。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、１１４ページ、１

１５ページをお開き願います。 

失礼しました。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表地方債

補正による。 

第２表、地方債補正。 

起債の目的、公共下水道事業、補正前の

金額７,９３０万円を補正後７,６７０万円

にするものでございます。 

議案の１１４ページ、１１５ページをお

開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費、公課費１４１万

４,０００円の減につきましては、消費税及

び地方消費税の確定申告に伴い、その後、

中間納税額が確定したことに伴う減額であ

ります。 

次に、２目維持管理費、委託料４４４万

２,０００円の減につきましては、終末処理

場維持管理業務委託の長期継続契約に係る

見積減及び電気保安管理業務減による減額

であります。 

その下、３目建設費、委託料１,７３０万

円の減は、国の社会資本整備総合交付金の

配分減による減額であります。 

次に、２款公債費、償還金利子及び割引

料３０９万６,０００円の減につきまして

は、平成３０年度発行分の起債借入利率確

定に伴う利子償還金の減及び平成２０年度

発行分の下水道債の借入利率の変更に伴う

利子償還金の減であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１１２ページ、１１３ページにお戻

り願います。 

２、歳入。 

公共下水道事業費補助金８６５万円の減

額は、補助対象事業の減による減額であり

ます。 

一般会計繰入金１,６７６万１,０００円

の減は、今回の補正に伴う財源調整により

ます一般会計への繰り戻しであります。 

前年度繰越金１７５万９,０００円の増額

は、前年度繰越金を予算化するもので、平

成３０年度予算における繰越金は全て予算

化されるものでございます。 

町債、公共下水道債の減につきましては

２６０万円の減でございます。 

以上、御説明を申し上げました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８８号平成３１年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 
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したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第８９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第８９号平成３１年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案の１

１７ページをお開き願います。 

議案第８９号平成３１年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第２号）につい

てを御説明申し上げます。 

平成３１年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

今回の補正につきましては、個別排水処

理施設使用料の改定及び消費税の中間納税

額が確定したことに伴う増額を行おうとす

るものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ７万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億５１５万５,０

００円とするものであります。 

第２項につきましては、事項別明細で御

説明申し上げますので、１２６ページ、１

２７ページをお開き願います。 

３、歳出であります。 

１款、１目一般管理費、公課費７万円の

増につきましては、消費税及び地方消費税

の確定による中間納税額の確定に伴う増額

でございます。 

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１２４ページ、１２５ページにお戻

り願います。 

２、歳入。 

個別排水処理施設使用料、６０万７,００

０円の増額でありますが、使用料改定に伴

う増額であります。 

一般会計繰入金５６万１,０００円の減で

ありますが、今回の使用量増に伴う財源調

整のため、一般会計繰入金の減額をするも

のであります。 

その下、前年度繰越金２万４,０００円の

増は、前年度繰越金を歳入に予算化するも

ので、平成３０年度決算における繰越金は

全て予算化されるものであります。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第８９号平成３１年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第９０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第９０号平成３１年度美幌町水道事業会計

補正予算（第４号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案１２

９ページをお開き願います。 

議案第９０号平成３１年度美幌町水道事

業会計補正予算（第４号）についてを御説

明申し上げます。 

総則。 

第１条、平成３１年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 
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今回の補正につきましては、事業費確定

に伴う減額補正を行おうとするものであり

ます。 

収益的支出の補正、第３条及び資本的収

入及び支出の補正、第４条につきまして

は、補正予算実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。 

１３１ページをお開き願います。 

企業債の補正。 

第５条、予算第５条に定めた起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法を次のとおり補正する。 

量水器収納筺設置事業の限度額１,３７０

万円を、事業費の確定に伴い１８０万円を

減額し、１,１９０万円とするものでありま

す。 

たな卸資産購入限度額の補正。 

第６条、予算第８条に定めたたな卸資産

の購入限度額１,９１１万４,０００円を１,

８０８万２,０００円に改めるものでござい

ます。 

次に、１３２ページ、１３３ページをお

開き願います。 

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

支出であります。 

営業費用、総係費の委託料３３４万５,０

００円は、事業確定に伴う減額補正であり

ます。 

その下、営業外費用、支払利息の企業債

償還利息１４万５,０００円の減額は、平成

３０年度発行の企業債借入利率の確定に伴

う支払い利息の減額であります。 

次に、１３４ページ、１３５ページをお

開き願います。 

資本的収入。 

企業債、量水器収納筺設置事業１８０万

円の減額は、事業確定に伴う減額でありま

す。 

次に、１３６ページ、１３７ページをお

開き願います。 

資本的支出でありますが、業務設備費、

量水器筺取替費の量水器収納筺設置委託料

７０万６,０００円及び量水器筺１０３万

２,０００円の減額は、事業確定に伴う減額

補正であります。 

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １３７ページの

事業確定による減ということだったのです

が、量水器筺については、当初予算に対し

て何パーセントぐらい減額になったのか、

入札なのかわかりませんけれども、落ちた

のは当初予算に対して何パーセントぐらい

落ちたのかお教えください。 

数量ももしわかれば教えてください。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの御

質問でございます。 

量水器筺の数でございますが、当初１３

４カ所に対しまして、実施は１２６カ所、

８カ所の減となっております。 

また、当初予算に対する見積もり等の減

でございますが、パーセンテージは押さえ

ておりません。 

今あります数字でいきますと、設置委託

料、１３ミリメートル、６万４,５７０円の

予算に対しまして、６万２,６４０円、２０

ミリメートル、７万１,６１０円に対しまし

て、６万９,１２０円、また、収納筺自体の

価格でございますけれども、１３ミリメー

トルが３万７,５７０円に対しまして、３万

７８０円、２０ミリメートルが４万８,４４

９円の予算に対しまして、４万１,５８０円

となっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 設置委託料は当

初予算より、実際見積もった結果下がって

いる率はそうでもないのですが、筺が、１

３ミリメートルも２０ミリメートルも、当
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初予算に対して実際の契約で大幅に下がっ

ています。これは毎年設置をしているわけ

ですけれども、なぜ予算に対して大幅な減

額になったのか、減額になる理由や状況が

あればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの御

質問でございますが、予算の作成に当たり

ましては、当該業者、関連業者から見積も

りをいただいて予算措置をしているところ

であります。 

実施の部分につきまして、見積もり案内

をして、今回でいきますと２社だったかと

思います。見積もりをして１番安いところ

ということで実際の確定ということになっ

ております。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 例年この事業を

やっておりまして、減額の率が高かったも

のですから、例年当初の予算の見積もりに

対して、実際に契約、執行したときに、大

体このような下がりが一般的なのでしょう

か。 

それとも、ことし特に見積もりの結果、

大きく予算よりも下がったということなの

か、その辺御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） 今年度につき

ましては、昨年度の見積もりの段階で材料

等が高騰するということでの見積もりをい

ただいて予算措置をしたところであります

けれども、現実の入札については、それま

での価格に近い形で応札していただいたと

いうことになっております。 

また、来年に向けてすでに準備をしてお

りますけれども、値上がりするということ

で見積もり等も入ってきていますので、本

来であれば、今年度から値上げをしたかっ

たというお話もいただいているのが現状で

ございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第９０号平成３１年度美

幌町水道事業会計補正予算（第４号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第９１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第９１号平成３１年度美幌町病院事業会計

補正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書の１

４５ページをお開き願います。 

議案第９１号平成３１年度美幌町病院事

業会計補正予算（第３号）について御説明

を申し上げます。 

今回の補正につきましては、診療に必要

な消耗品、施設の維持に必要な修繕料、職

員駐車場の除排雪費用について増額の補正

を行おうとするものであります。 

第１条、平成３１年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条の収益的支出の補正につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明申し上

げますので、１４６、１４７ページをお開

き願います。 

収益的支出の補正であります。 

１款、１項、３目経費のうち、消耗品費

の診療用消耗品類等は、人工透析用の透析

用水フィルタ、感染対策用の消毒石けん、



 

－ 148 － 

手指消毒材等の使用数量が増加しているこ

とから、５３万円を増額するものでござい

ます。 

修繕費の診療用機器等修繕料は、外来及

び病棟で使用している電子カルテの出力用

プリンター１０台分の部品交換修繕として

５７万１,０００円を、その他施設器具等修

繕料は、暖房用設備、病室等の換気設備、

院内連絡用のＰＨＳ設備など、老朽化によ

る部品交換の修繕対応として１７２万９,０

００円を増額するものでございます。 

委託料の駐車場除排雪業務委託料は、町

コミュニティセンター裏を借用しておりま

す職員駐車場の除排雪を行うための委託料

として、新たに４５万円を計上するもので

ございます。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第９１号平成３１年度美

幌町病院事業会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 陳情第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 陳情

第１号網走川河畔公園パークゴルフ場の整

備についてを議題とします。 

お諮りします。 

ただいま議題としました陳情第１号につ

いては、会議規則第９２条の規定により、

所管の総務文教厚生常任委員会に付託し、

閉会中の継続審査としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、陳情第１号については、総

務文教厚生常任委員会に付託し、閉会中の

継続審査とすることに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 意見書案第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 意見

書案第１１号国による妊産婦医療費助成制

度創設並びに福祉医療制度の実施に伴う国

保国庫負担金の削減措置廃止を求める意見

書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 報告第１４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 報告

第１４号専決処分の報告について。 
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お手元に配付しているとおり報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあ

れば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１４号専決処分の報告につ

いてはこれで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 報告第１５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 報告

第１５号定期監査報告について。 

お手元に配付しているとおり報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあ

れば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１５号定期監査報告につい

てはこれで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 報告第１６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 報告

第１６号例月出納検査報告について（８月

～１０月分）。 

お手元に配付しているとおり報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあ

れば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１６号例月出納検査報告に

ついて（８月～１０月分）はこれで終わり

ます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 閉会中の継続調査 

       について 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和元年第８回美幌町議会定例

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後 ３時２３分 閉会   
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